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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの携帯端末にチャージされた特定の種類の電子マネー情報である特定電子マネー
情報を用いて遊技を可能にするための電子マネー遊技使用サービスを提供する電子マネー
システムであって、
　特定電子マネー情報に関するサービスを提供するサービス提供用サーバに設けられ、ユ
ーザが自己の前記携帯端末を使用して前記電子マネー遊技使用サービスを享受できるよう
にするための登録を要求する前記携帯端末からの登録要求情報に応じて、前記電子マネー
遊技使用サービスを実行するための前記携帯端末側の処理手順を示す特定プログラムを前
記携帯端末に送信するために出力する特定プログラム出力手段と、
　前記サービス提供用サーバに設けられ、前記携帯端末が特定電子マネー情報のチャージ
を要求する情報であって、前記特定プログラムが実行されることによって前記携帯端末か
ら送信されてきたチャージ要求情報に応じて前記サービス提供用サーバと異なる金融機関
側サーバに対して前記特定電子マネー情報のチャージに関する対価の決済を要求するため
の処理を実行し、該決済の終了に応じて送信される決済が終了した旨の情報に基づいて、
前記特定電子マネー情報を前記携帯端末に送信するために出力する電子マネー出力手段と
、
　前記携帯端末と通信し、該携帯端末によって前記特定プログラムが実行されることによ
って前記携帯端末に格納された特定電子マネー情報を用いて遊技を可能にするための電子
マネー遊技使用装置に設けられ、前記特定電子マネー情報を引落対象として指定する情報
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と、遊技を可能にするために使用する特定電子マネー情報の引落しを要求する情報とを含
む引落要求情報を前記携帯端末に送信するために出力する引落要求情報出力手段と、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記携帯端末に格納されている前記特定電子
マネー情報から前記引落要求情報により要求された額が減算された旨を示す前記携帯端末
から送信されてきた減算終了情報に応じて、前記特定電子マネー情報を用いた遊技価値の
貸与を可能にするための遊技可能化処理を行なう遊技可能化処理手段とを備え、
　前記遊技可能化処理手段は、前記遊技可能化処理を実行する指示を受付けたことを条件
として、予め定められた一単位額相当の特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可
能とするための遊技可能化処理を行ない、
　前記引落要求情報出力手段は、前記一単位額相当の特定電子マネー情報の引落しを要求
する情報を含む前記引落要求情報を送信するために出力する一単位引落要求情報出力手段
を含み、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記遊技可能化処理手段によって前記遊技可
能化処理が行なわれているか否かを判定する遊技可能化処理判定手段をさらに含み、
　前記引落要求情報出力手段は、前記遊技可能化処理判定手段によって前記遊技可能化処
理が行なわれていると判定された場合、前記引落要求情報を出力しないことを特徴とする
、電子マネーシステム。
【請求項２】
　携帯端末と通信し、該携帯端末に格納された特定の種類の電子マネー情報である特定電
子マネー情報を用いて遊技を可能にするための電子マネー遊技使用装置であって、
　前記特定電子マネー情報を引落対象として指定する情報と、遊技を可能にするために使
用する特定電子マネー情報の引落しを要求する情報とを含む引落要求情報を前記携帯端末
に送信するために出力する引落要求情報出力手段と、
　前記携帯端末に格納されている前記特定電子マネー情報から前記引落要求情報により要
求された額が減算された旨を示す前記携帯端末から送信されてきた減算終了情報に応じて
、前記特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可能にするための遊技可能化処理を
行なう遊技可能化処理手段とを備え、
　前記遊技可能化処理手段は、前記遊技可能化処理を実行する指示を受付けたことを条件
として、予め定められた一単位額相当の特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可
能とするための遊技可能化処理を行ない、
　前記引落要求情報出力手段は、前記一単位額相当の特定電子マネー情報の引落しを要求
する情報を含む前記引落要求情報を送信するために出力する一単位引落要求情報出力手段
を含み、
　前記遊技可能化処理手段によって前記遊技可能化処理が行なわれているか否かを判定す
る遊技可能化処理判定手段をさらに含み、
　前記引落要求情報出力手段は、前記遊技可能化処理判定手段によって前記遊技可能化処
理が行なわれていると判定された場合、前記引落要求情報を出力しないことを特徴とする
、電子マネー遊技使用装置。
【請求項３】
　前記遊技可能化処理手段は、前記遊技可能化処理を実行する指示を受付けたことを条件
として、予め定められた一単位額相当の特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可
能とするための遊技可能化処理を行ない、
　前記引落要求情報出力手段は、前記一単位額相当以上の所定額相当の特定電子マネー情
報の引落しを要求する情報を含む前記引落要求情報を送信するために出力する所定額引落
要求情報出力手段を含み、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記遊技可能化処理手段によって前記減算さ
れた額の特定電子マネー情報のすべてが遊技に用いられたか否かを判定する遊技使用判定
手段をさらに備え、
　前記引落要求情報出力手段は、前記遊技使用判定手段によって未だすべてが遊技に用い
られていないと判定された場合、前記引落要求情報を出力しないことを特徴とする、請求



(3) JP 4675116 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

項１に記載の電子マネーシステム、または、請求項２に記載の電子マネー遊技使用装置。
【請求項４】
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、遊技を終了するための遊技終了操作の入力を
受付ける遊技終了操作受付手段と、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記遊技使用判定手段によって未だすべてが
遊技に用いられていないと判定されたことを条件として、該遊技終了操作受付手段によっ
て前記遊技終了操作の入力が受付けられたときに、遊技に用いられていない特定電子マネ
ー情報を前記携帯端末に送信するために出力する未使用電子マネー出力手段とをさらに備
えることを特徴とする、請求項３に記載の電子マネーシステム、または、電子マネー遊技
使用装置。
【請求項５】
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記特定電子マネー情報が減算された携帯端
末を識別するための携帯端末識別情報を記憶する減算電子マネー記憶手段をさらに備え、
　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　携帯端末を識別するための携帯端末識別情報の送信を要求する携帯端末識別情報送信
要求情報を該携帯端末に送信するために出力する携帯端末識別情報送信要求情報出力手段
を含み、
　　前記携帯端末から送信されてきた携帯端末識別情報と、前記減算電子マネー記憶手段
に記憶されている携帯端末識別情報とが一致する場合、前記携帯端末に、前記遊技に用い
られていない特定電子マネー情報を送信するために出力することを特徴とする、請求項４
に記載の電子マネーシステム、または、電子マネー遊技使用装置。
【請求項６】
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記特定電子マネー情報が減算された携帯端
末を識別するための携帯端末識別情報を記憶する減算電子マネー記憶手段をさらに備え、
　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　前記減算電子マネー記憶手段に記憶された携帯端末識別情報を含み携帯端末に携帯端
末識別情報が一致するか否かの照合を要求するための照合要求情報を、携帯端末に送信す
るために出力する携帯端末識別情報出力手段を含み、
　該携帯端末識別情報出力手段によって送信された携帯端末識別情報と、前記携帯端末を
識別するための携帯端末識別情報とが一致する旨の携帯端末一致情報が、前記照合要求情
報に応じて送信されてきた場合、前記携帯端末に、前記遊技に用いられていない特定電子
マネー情報を送信するために出力することを特徴とする、請求項４に記載の電子マネーシ
ステム、または、電子マネー遊技使用装置。
【請求項７】
　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　前記減算終了情報を送信した電子マネー遊技使用装置を識別するための装置識別情報
の送信を要求する装置識別情報送信要求情報を、携帯端末に送信するために出力する装置
識別情報送信要求情報出力手段を含み、
　　当該未使用電子マネー出力手段が設けられている電子マネー遊技使用装置を識別する
ための装置識別情報と、前記携帯端末から送信されてきた装置識別情報とが一致する場合
、前記携帯端末に、前記遊技に用いられていない特定電子マネー情報を送信するために出
力することを特徴とする、請求項４に記載の電子マネーシステム、または、電子マネー遊
技使用装置。
【請求項８】
　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　当該未使用電子マネー出力手段が設けられている電子マネー遊技使用装置を識別する
ための装置識別情報を含み携帯端末に装置識別情報が一致するか否かの照合を要求するた
めの照合要求情報を、携帯端末に送信するために出力する装置識別情報出力手段を含み、
　　該装置識別情報出力手段によって送信された装置識別情報と、前記携帯端末が前記減
算終了情報を送信した電子マネー遊技使用装置を識別するための装置識別情報とが一致す
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る旨の装置一致情報が、前記照合要求情報に応じて送信されてきた場合、前記携帯端末に
、前記遊技に用いられていない特定電子マネー情報を送信するために出力することを特徴
とする、請求項４に記載の電子マネーシステム、または、電子マネー遊技使用装置。
【請求項９】
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、遊技を終了するための遊技終了操作の入力を
受付ける遊技終了操作受付手段と、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、該遊技終了操作受付手段によって前記遊技終
了操作の入力が受付けられたときに、前記遊技使用判定手段によって未だすべてが遊技に
用いられていないと判定された場合、遊技に用いられていない特定電子マネー情報を所定
の遊技用記録媒体に記録し、該記録された遊技用記録媒体を発行する未使用電子マネー記
録手段とをさらに備えることを特徴とする、請求項３に記載の電子マネーシステム、また
は、電子マネー遊技使用装置。
【請求項１０】
　前記電子マネー出力手段は、
　　前記携帯端末からチャージ要求情報を受信したときに、当該チャージ要求情報より以
前に送信されてきたチャージ要求情報に対する特定電子マネー情報であって前記決済が終
了しているが前記携帯端末に格納されていない未格納電子マネー情報があるか否かを判定
する電子マネー送信判定手段をさらに備え、
　　前記電子マネー送信判定手段によって前記未格納電子マネー情報がないと判定された
場合、前記携帯端末から送信されてきたチャージ要求情報に対する特定電子マネー情報の
発行を指示する発行指示情報を送信するために出力し、
　　前記電子マネー送信判定手段によって前記未格納電子マネー情報があると判定された
場合、前記携帯端末から送信されてきたチャージ要求情報に対する特定電子マネー情報の
発行を指示する発行指示情報を出力せず、前記未格納電子マネー情報の発行を指示する発
行指示情報を出力し、
　　送信された前記発行指示情報に応じて前記携帯端末から送信されてきた前記特定電子
マネー情報の受取りを要求する受取要求情報に応じて、前記電子マネー情報を前記携帯端
末に送信するために出力することを特徴とする、請求項１に記載の電子マネーシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子マネーシステム、および、電子マネー遊技使用装置に関する。詳しくは
、電子マネーを扱うのに適した電子マネーシステム、および、電子マネー遊技使用装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子マネーで遊技に使用する遊技用記録媒体の発行や遊技用記録媒体に追加入金
をするものがあった（たとえば、特許文献１。）。この電子マネーは、利用者の取引金融
機関からチャージすることができる。そして、遊技者は、チャージされた電子マネーを用
いて遊技用記録媒体を購入したり、遊技用記録媒体に追加入金したりする。
【特許文献１】特開２００２－２２４４２３号公報（たとえば、第００３５段落）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１に開示されている技術によれば、電子マネーのチャージは、遊技場
内の所定の入金機に接続して行なう必要がある。このため、電子マネーのチャージのため
に、わざわざ、入金機に出向く必要がある。
【０００４】
　また、入金機の台数が少ない場合は、電子マネーをチャージするために遊技者が並んで
待つ状態が発生し、遊技に費やす時間が少なくなる。このため、入金機の台数を増やすこ
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とが考えられるが、設備投資費用が発生したり、入金機を設置するスペースにも限界があ
る。いずれにせよ、遊技者が遊技場にいる時間のうちの遊技に費やす時間をチャージに費
やす必要が生じるため、遊技機の稼動に悪影響を与えるといった問題があった。
【０００５】
　さらに、近年、複数のサービス事業者によってそのサービス事業者によるサービスのみ
に通用する電子マネーが普及されつつある。これらの電子マネーは、サービス事業者によ
って利用可能な店舗や利用範囲が制限されている。このため、複数種類の電子マネーのう
ち、遊技に用いられる電子マネーを遊技に確実に用いる必要性が生じてきた。
【０００６】
　この発明はかかる事情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、遊技機の稼動に与
える悪影響を減少させることが可能な電子マネーシステム、および、電子マネー遊技使用
装置を提供することである。
【０００７】
　この発明の他の目的は、複数種類のうち特定の種類の電子マネー情報のみを確実に用い
ることが可能な電子マネーシステム、および、電子マネー遊技使用装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段の具体例およびその効果】
【０００８】
　（１）　ユーザの携帯端末（たとえば、携帯電話１００）にチャージされた特定の種類
の電子マネー情報である特定電子マネー情報（たとえば、バリュー）を用いて遊技（たと
えば、パチンコ遊技）を可能にするための電子マネー遊技使用サービスを提供する電子マ
ネーシステム（たとえば、電子マネーシステム１０）であって、
　特定電子マネー情報に関するサービスを提供するサービス提供用サーバ（たとえば、電
子マネー管理サーバ２００、決済サーバ２８０、リモート発行サーバ４００）に対し、ユ
ーザが自己の前記携帯端末を使用して前記電子マネー遊技使用サービスを享受できるよう
にするための登録を要求する前記携帯端末からの登録要求情報（たとえば、空メール、携
帯端末情報）に応じて、前記電子マネー遊技使用サービスを実行するための前記携帯端末
側の処理手順を示す特定プログラム（たとえば、電子マネーアプリ１１１）を前記携帯端
末に送信するために出力する特定プログラム出力手段（たとえば、利用者登録ＡＰ２１１
、Ｓ２１１～Ｓ２２８）と、
　前記サービス提供用サーバに設けられ、前記携帯端末が特定電子マネー情報のチャージ
を要求する情報であって、前記特定プログラムが実行されることによって前記携帯端末か
ら送信されてきたチャージ要求情報（たとえば、購入要求情報）に応じて前記サービス提
供用サーバと異なる金融機関側サーバ（たとえば、金融機関サーバ５００）に対して前記
特定電子マネー情報のチャージに関する対価の決済を要求するための処理を実行し、該決
済の終了に応じて送信される決済が終了した旨の情報に基づいて、前記特定電子マネー情
報を前記携帯端末に送信するために出力する電子マネー出力手段（たとえば、請求情報作
成ＡＰ２１２、Ｓ２４０～Ｓ２５０、決済サーバ２８０、ＩＣチップ書込ＡＰ２１３、Ｓ
２５１～Ｓ２５４，Ｓ２５１Ａ，Ｓ２５４Ａ、リモート発行サーバ４００）と、
　前記携帯端末と通信し、該携帯端末によって前記特定プログラムが実行されることによ
って前記携帯端末に格納された特定電子マネー情報を用いて遊技を可能にするための電子
マネー遊技使用装置（たとえば、券売機３００、カードユニット６００，６００Ａ）に設
けられ、前記特定電子マネー情報を引落対象として指定する情報と、遊技を可能にするた
めに使用する特定電子マネー情報の引落しを要求する情報とを含む引落要求情報（たとえ
ば、引落要求信号）を前記携帯端末に送信するために出力する引落要求情報出力手段（た
とえば、チップリーダライタ３９０、制御部３９１、非接触通信部３９３、チップリーダ
ライタ６９０、制御部６９１、非接触通信部６９３）と、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記携帯端末に格納されている前記特定電子
マネー情報から前記引落要求情報により要求された額が減算された旨を示す前記携帯端末
から送信されてきた減算終了情報（たとえば、減算終了信号）に応じて、前記特定電子マ
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ネー情報を用いた遊技価値の貸与を可能にするための遊技可能化処理を行なう遊技可能化
処理手段（たとえば、券売機３００、Ｓ３５５，Ｓ３６２、カードユニット６００Ａ、Ｓ
６２７，Ｓ６２８、Ｓ６２７Ａ，Ｓ６１８）とを備え、
　前記遊技可能化処理手段は、前記遊技可能化処理を実行する指示を受付けたことを条件
として、予め定められた一単位額相当（たとえば、所定貸球相当（たとえば、５００円分
））の特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可能とするための遊技可能化処理を
行ない（たとえば、Ｓ６２８）、
　前記引落要求情報出力手段は、前記一単位額相当の特定電子マネー情報の引落しを要求
する情報を含む前記引落要求情報を送信するために出力する一単位引落要求情報出力手段
（たとえば、Ｓ６２７）を含み、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記遊技可能化処理手段によって前記遊技可
能化処理が行なわれているか否かを判定する遊技可能化処理判定手段（たとえば、Ｓ６２
１）をさらに含み、
　前記引落要求情報出力手段は、前記遊技可能化処理判定手段によって前記遊技可能化処
理が行なわれていると判定された場合（たとえば、Ｓ６２１でＹＥＳの場合）、前記引落
要求情報を出力しない（たとえば、Ｓ６２７を実行しない）。
【０００９】
　このような構成によれば、サービス提供用サーバによって、携帯端末からの登録要求情
報に応じて、特定プログラムが携帯端末に送信され、サービス提供用サーバによって、チ
ャージ要求情報に応じてサービス提供用サーバと異なる金融機関側サーバに対して特定電
子マネー情報のチャージに関する対価の決済を要求するための処理が実行され、該決済の
終了に応じて送信される決済が終了した旨の情報に基づいて、特定電子マネー情報が携帯
端末に送信される。
【００１０】
　また、電子マネー遊技使用装置によって、特定電子マネー情報を引落対象として指定す
る情報と、遊技を可能にするために使用する特定電子マネー情報の引落しを要求する情報
とを含む引落要求情報が携帯端末に送信され、携帯端末に格納されている特定電子マネー
情報から引落要求情報により要求された額が減算された旨を示す携帯端末から送信されて
きた減算終了情報に応じて、特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可能にするた
めの遊技可能化処理が行なわれる。
　また、電子マネー遊技使用装置によって、遊技可能化処理を実行する指示が受付けられ
たことを条件として、予め定められた一単位額相当の特定電子マネー情報を用いた遊技価
値の貸与を可能とするための遊技可能化処理が行なわれ、一単位額相当の特定電子マネー
情報の引落しを要求する情報を含む引落要求情報が送信され、遊技可能化処理が行なわれ
ているか否かが判定され、遊技可能化処理が行なわれていると判定された場合、引落要求
情報が送信されない。
【００１１】
　このため、携帯端末に特定プログラムを記憶させて、チャージ要求をサービス提供用サ
ーバに送信することによって、携帯端末に特定電子マネー情報が格納され、特定電子マネ
ー情報を用いた遊技が可能となるので、遊技中であっても、遊技中でなくても、携帯端末
に電子マネー情報をチャージすることができる。その結果、遊技機の稼動に与える悪影響
を減少させることができる。
【００１２】
　また、特定電子マネー情報を引落対象として指定する情報を含む引落要求情報が送信さ
れ、携帯端末に格納されている特定電子マネー情報から引落要求情報により要求された額
が減算され、特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与が可能となる。その結果、複数
種類のうち特定の種類の電子マネー情報のみを確実に用いることができる。
　また、遊技可能化処理が終了してから、特定電子マネー情報が引落とされるようにする
ことができる。その結果、特定電子マネー情報の無駄な引落しや二重引落しを防止するこ
とができる。
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【００１３】
　（２）　携帯端末（たとえば、携帯電話１００）と通信し、該携帯端末に格納された特
定の種類の電子マネー情報である特定電子マネー情報（たとえば、バリュー）を用いて遊
技（たとえば、パチンコ遊技）を可能にするための電子マネー遊技使用装置（たとえば、
カードユニット６００Ａ）であって、
　前記特定電子マネー情報を引落対象として指定する情報と、遊技を可能にするために使
用する特定電子マネー情報の引落しを要求する情報とを含む引落要求情報（たとえば、引
落要求信号）を前記携帯端末に送信するために出力する引落要求情報出力手段（たとえば
、チップリーダライタ６９０、制御部６９１、非接触通信部６９３）と、
　前記携帯端末に格納されている前記特定電子マネー情報から前記引落要求情報により要
求された額が減算された旨を示す前記携帯端末から送信されてきた減算終了情報（たとえ
ば、減算終了信号）に応じて、前記特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可能に
するための遊技可能化処理を行なう遊技可能化処理手段（たとえば、カードユニット６０
０Ａ、Ｓ６２７，Ｓ６２８、Ｓ６２７Ａ，Ｓ６１８）とを備え、
　前記遊技可能化処理手段は、前記遊技可能化処理を実行する指示を受付けたことを条件
として、予め定められた一単位額相当（たとえば、所定貸球相当（たとえば、５００円分
））の特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可能とするための遊技可能化処理を
行ない（たとえば、Ｓ６２８）、
　前記引落要求情報出力手段は、前記一単位額相当の特定電子マネー情報の引落しを要求
する情報を含む前記引落要求情報を送信するために出力する一単位引落要求情報出力手段
（たとえば、Ｓ６２７）を含み、
　前記遊技可能化処理手段によって前記遊技可能化処理が行なわれているか否かを判定す
る遊技可能化処理判定手段（たとえば、Ｓ６２１）をさらに含み、
　前記引落要求情報出力手段は、前記遊技可能化処理判定手段によって前記遊技可能化処
理が行なわれていると判定された場合（たとえば、Ｓ６２１でＹＥＳの場合）、前記引落
要求情報を出力しない（たとえば、Ｓ６２７を実行しない）。
【００１４】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、特定電子マネー情報を引
落対象として指定する情報と、遊技を可能にするために使用する特定電子マネー情報の引
落しを要求する情報とを含む引落要求情報が携帯端末に送信され、携帯端末に格納されて
いる特定電子マネー情報から引落要求情報により要求された額が減算された旨を示す携帯
端末から送信されてきた減算終了情報に応じて、特定電子マネー情報を用いた遊技価値の
貸与を可能にするための遊技可能化処理が行なわれる。
　また、電子マネー遊技使用装置によって、遊技可能化処理を実行する指示が受付けられ
たことを条件として、予め定められた一単位額相当の特定電子マネー情報を用いた遊技価
値の貸与を可能とするための遊技可能化処理が行なわれ、一単位額相当の特定電子マネー
情報の引落しを要求する情報を含む引落要求情報が送信され、遊技可能化処理が行なわれ
ているか否かが判定され、遊技可能化処理が行なわれていると判定された場合、引落要求
情報が送信されない。
【００１５】
　このため、携帯端末に格納された特定電子マネー情報を用いた遊技が可能となるので、
遊技中であっても、遊技中でなくても、携帯端末に電子マネー情報をチャージすることが
できる。その結果、遊技機の稼動に与える悪影響を減少させることができる。
【００１６】
　また、特定電子マネー情報を引落対象として指定する情報を含む引落要求情報が送信さ
れ、携帯端末に格納されている特定電子マネー情報から引落要求情報により要求された額
が減算され、特定電子マネー情報を用いた遊技が可能となる。その結果、複数種類のうち
特定の種類の電子マネー情報のみを確実に用いることができる。
　また、遊技可能化処理が終了してから、特定電子マネー情報が引落とされるようにする
ことができる。その結果、特定電子マネー情報の無駄な引落しや二重引落しを防止するこ
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とができる。
【００１７】
　（３）　前記遊技可能化処理手段は、前記遊技可能化処理を実行する指示を受付けたこ
とを条件として、予め定められた一単位額相当（たとえば、所定貸球相当（たとえば、５
００円分））の特定電子マネー情報を用いた遊技価値の貸与を可能とするための遊技可能
化処理を行ない（たとえば、Ｓ６２９，Ｓ６１６，Ｓ６１８）、
　前記引落要求情報出力手段は、前記一単位額相当以上の所定額相当（たとえば、２００
０円分）の特定電子マネー情報の引落しを要求する情報を含む前記引落要求情報を送信す
るために出力する所定額引落要求情報出力手段（たとえば、Ｓ６２７Ａ）を含み、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記遊技可能化処理手段によって前記減算さ
れた額の特定電子マネー情報のすべてが遊技に用いられたか否かを判定する遊技使用判定
手段（たとえば、Ｓ６２０）をさらに備え、
　前記引落要求情報出力手段は、前記遊技使用判定手段によって未だすべてが遊技に用い
られていないと判定された場合（たとえば、Ｓ６２０でＹＥＳの場合）、前記引落要求情
報を出力しない（たとえば、Ｓ６２７Ａを実行しない）。
【００１８】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、遊技可能化処理を実行す
る指示が受付けられたことを条件として、予め定められた一単位額相当の特定電子マネー
情報を用いた遊技価値の貸与を可能とするための遊技可能化処理が行なわれ、一単位額相
当以上の所定額相当の特定電子マネー情報の引落しを要求する情報を含む引落要求情報が
送信され、減算された額の特定電子マネー情報のすべてが遊技に用いられたか否かが判定
され、未だすべてが遊技に用いられていないと判定された場合、引落要求情報が送信され
ない。
【００１９】
　このため、携帯端末から引落とされた特定電子マネー情報がすべて用いられてから、特
定電子マネー情報が引落とされるようにすることができる。その結果、特定電子マネー情
報の無駄な引落しや二重引落しを防止することができる。
【００２０】
　（４）　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、遊技を終了するための遊技終了操作
の入力を受付ける遊技終了操作受付手段（たとえば、返却ボタン６３２、Ｓ６３１）と、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記遊技使用判定手段によって未だすべてが
遊技に用いられていないと判定されたことを条件として、該遊技終了操作受付手段によっ
て前記遊技終了操作の入力が受付けられたとき（たとえば、Ｓ６３１でＹＥＳのとき）に
、遊技に用いられていない特定電子マネー情報を前記携帯端末に送信するために出力する
未使用電子マネー出力手段（たとえば、Ｓ６４１～Ｓ６４５）とをさらに備える。
【００２１】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、減算された額の特定電子
マネー情報のすべてが未だ遊技に用いられていないと判定されたことを条件として、遊技
終了操作の入力が受付けられたときに、遊技に用いられていない特定電子マネー情報が携
帯端末に送信される。
【００２２】
　このため、遊技者の操作に応じて、遊技に用いられていない特定電子マネー情報を携帯
端末に返すことができる。したがって、一単位額相当よりも大きい額を予め携帯端末から
引落として電子マネー遊技使用装置に蓄えておき一単位相当額ごとに遊技可能化処理を行
なうことができるので、一単位額相当ごとに携帯端末から引落として遊技可能化処理を行
なう場合と比較して、電子マネー遊技使用装置と携帯端末との間で特定電子マネー情報を
やり取りする回数が少なくなり、特定電子マネー情報を遊技に用いる手間が掛からなくな
る。その結果、遊技場の稼働を向上させることができる。
【００２３】
　（５）　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記特定電子マネー情報が減算され
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た携帯端末を識別するための携帯端末識別情報（たとえば、携帯ＩＤ）を記憶する減算電
子マネー記憶手段（たとえば、Ｓ６３０）をさらに備え、
　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　携帯端末を識別するための携帯端末識別情報の送信を要求する携帯端末識別情報送信
要求情報を該携帯端末に送信するために出力する携帯端末識別情報送信要求情報出力手段
（たとえば、Ｓ６４２）を含み、
　　前記携帯端末から送信されてきた携帯端末識別情報と、前記減算電子マネー記憶手段
に記憶されている携帯端末識別情報とが一致する場合（たとえば、Ｓ６４３で照合され、
Ｓ６４４で一致すると判断された場合）、前記携帯端末に、前記遊技に用いられていない
特定電子マネー情報を送信するために出力する（たとえば、Ｓ６４５）。
【００２４】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、特定電子マネー情報が減
算された携帯端末を識別するための携帯端末識別情報が記憶され、携帯端末識別情報の送
信を要求する携帯端末識別情報送信要求情報が携帯端末に送信され、携帯端末から送信さ
れてきた携帯端末識別情報と、記憶されている携帯端末識別情報とが一致する場合、携帯
端末に、遊技に用いられていない特定電子マネー情報が送信される。
【００２５】
　このため、特定電子マネー情報が減算された携帯端末に、遊技に用いられていない特定
電子マネー情報を返すことができる。その結果、電子マネー情報の盗用を防止することが
できる。
【００２６】
　（６）　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、前記特定電子マネー情報が減算され
た携帯端末を識別するための携帯端末識別情報を記憶する減算電子マネー記憶手段をさら
に備え、
　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　前記減算電子マネー記憶手段に記憶された携帯端末識別情報を含み携帯端末に携帯端
末識別情報が一致するか否かの照合を要求するための照合要求情報を、携帯端末に送信す
るために出力する携帯端末識別情報出力手段を含み、
　　該携帯端末識別情報出力手段によって送信された携帯端末識別情報と、前記携帯端末
を識別するための携帯端末識別情報とが一致する旨の携帯端末一致情報が、前記照合要求
情報に応じて送信されてきた場合、前記携帯端末に、前記遊技に用いられていない特定電
子マネー情報を送信するために出力する。
【００２７】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、特定電子マネー情報が減
算された携帯端末を識別するための携帯端末識別情報が記憶され、記憶された携帯端末識
別情報を含み携帯端末に携帯端末識別情報が一致するか否かの照合を要求するための照合
要求情報が、携帯端末に送信され、送信された携帯端末識別情報と、携帯端末を識別する
ための携帯端末識別情報とが一致する旨の携帯端末一致情報が、照合要求情報に応じて送
信されてきた場合、携帯端末に、遊技に用いられていない特定電子マネー情報が送信され
る。
【００２８】
　このため、特定電子マネー情報が減算された携帯端末に、遊技に用いられていない特定
電子マネー情報を返すことができる。その結果、電子マネー情報の盗用を防止することが
できる。
【００２９】
　（７）　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　前記減算終了情報を送信した電子マネー遊技使用装置を識別するための装置識別情報
の送信を要求する装置識別情報送信要求情報を、携帯端末に送信するために出力する装置
識別情報送信要求情報出力手段を含み、
　　当該未使用電子マネー出力手段が設けられている電子マネー遊技使用装置を識別する
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ための装置識別情報と、前記携帯端末から送信されてきた装置識別情報とが一致する場合
、前記携帯端末に、前記遊技に用いられていない特定電子マネー情報を送信するために出
力する。
【００３０】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、減算終了情報を送信した
電子マネー遊技使用装置を識別するための装置識別情報の送信を要求する装置識別情報送
信要求情報が、携帯端末に送信され、電子マネー遊技使用装置を識別するための装置識別
情報と、携帯端末から送信されてきた装置識別情報とが一致する場合、携帯端末に、遊技
に用いられていない特定電子マネー情報が送信される。
【００３１】
　このため、特定電子マネー情報が減算された携帯端末に、遊技に用いられていない特定
電子マネー情報を返すことができる。その結果、電子マネー情報の盗用を防止することが
できる。
【００３２】
　（８）　前記未使用電子マネー出力手段は、
　　当該未使用電子マネー出力手段が設けられている電子マネー遊技使用装置を識別する
ための装置識別情報を含み携帯端末に装置識別情報が一致するか否かの照合を要求するた
めの照合要求情報を、携帯端末に送信するために出力する装置識別情報出力手段を含み、
　　該装置識別情報出力手段によって送信された装置識別情報と、前記携帯端末が前記減
算終了情報を送信した電子マネー遊技使用装置を識別するための装置識別情報とが一致す
る旨の装置一致情報が、前記照合要求情報に応じて送信されてきた場合、前記携帯端末に
、前記遊技に用いられていない特定電子マネー情報を送信するために出力する。
【００３３】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、電子マネー遊技使用装置
を識別するための装置識別情報を含み携帯端末に装置識別情報が一致するか否かの照合を
要求するための照合要求情報が、携帯端末に送信され、送信された装置識別情報と、携帯
端末が減算終了情報を送信した電子マネー遊技使用装置を識別するための装置識別情報と
が一致する旨の装置一致情報が、照合要求情報に応じて送信されてきた場合、携帯端末に
、遊技に用いられていない特定電子マネー情報が送信される。
【００３４】
　このため、特定電子マネー情報が減算された携帯端末に、遊技に用いられていない特定
電子マネー情報を返すことができる。その結果、電子マネー情報の盗用を防止することが
できる。
【００３５】
　（９）　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、遊技を終了するための遊技終了操作
の入力を受付ける遊技終了操作受付手段と、
　前記電子マネー遊技使用装置に設けられ、該遊技終了操作受付手段によって前記遊技終
了操作の入力が受付けられたときに、前記遊技使用判定手段によって未だすべてが遊技に
用いられていないと判定された場合、遊技に用いられていない特定電子マネー情報を所定
の遊技用記録媒体に記録し、該記録された遊技用記録媒体を発行する未使用電子マネー記
録手段とをさらに備える。
【００３６】
　このような構成によれば、電子マネー遊技使用装置によって、遊技終了操作の入力が受
付けられたときに、減算された額の特定電子マネー情報のすべてが未だ遊技に用いられて
いないと判定された場合、遊技に用いられていない特定電子マネー情報が所定の遊技用記
録媒体に記録され、記録された遊技用記録媒体が発行される。
【００３７】
　このため、遊技者の操作に応じて、遊技に用いられていない特定電子マネー情報を所定
の遊技用記録媒体に記録して、遊技者に返すことができる。したがって、一単位額相当よ
りも大きい額を予め携帯端末から引落として電子マネー遊技使用装置に蓄えておき一単位
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相当額ごとに遊技可能化処理を行なうことができるので、一単位額相当ごとに携帯端末か
ら引落として遊技可能化処理を行なう場合と比較して、電子マネー遊技使用装置と携帯端
末との間で特定電子マネー情報をやり取りする回数が少なくなり、特定電子マネー情報を
遊技に用いる手間が掛からなくなる。その結果、遊技場の稼働を向上させることができる
。
【００３８】
　（１０）　前記電子マネー出力手段は、
　　前記携帯端末からチャージ要求情報を受信したときに、当該チャージ要求情報より以
前に送信されてきたチャージ要求情報に対する特定電子マネー情報であって前記決済が終
了しているが前記携帯端末に格納されていない未格納電子マネー情報があるか否かを判定
する電子マネー送信判定手段（たとえば、請求情報作成ＡＰ２１２、Ｓ２４１）をさらに
備え、
　　前記電子マネー送信判定手段によって前記未格納電子マネー情報がないと判定された
場合（たとえば、Ｓ２４１でＮＯの場合）、前記携帯端末から送信されてきたチャージ要
求情報に対する特定電子マネー情報の発行を指示する発行指示情報を送信するために出力
し（たとえば、請求情報作成ＡＰ２１２、Ｓ２４６～Ｓ２５０、決済サーバ２８０、ＩＣ
チップ書込ＡＰ２１３、Ｓ２５１～Ｓ２５４，Ｓ２５１Ａ，Ｓ２５４Ａ、リモート発行サ
ーバ４００）、
　　前記電子マネー送信判定手段によって前記未格納電子マネー情報があると判定された
場合、前記携帯端末から送信されてきたチャージ要求情報に対する特定電子マネー情報の
発行を指示する発行指示情報を出力せず、前記未格納電子マネー情報の発行を指示する発
行指示情報を出力し（たとえば、請求情報作成ＡＰ、Ｓ２４２）、
　　送信された前記発行指示情報に応じて前記携帯端末から送信されてきた前記特定電子
マネー情報の受取りを要求する受取要求情報に応じて、前記電子マネー情報を前記携帯端
末に送信するために出力する（たとえば、ＩＣチップ書込ＡＰ２１３、Ｓ２５３，Ｓ２５
４、リモート発行サーバ４００）。
【００３９】
　このような構成によれば、サービス提供用サーバによって、携帯端末からチャージ要求
情報が受信されたときに、当該チャージ要求情報より以前に送信されてきたチャージ要求
情報に対する特定電子マネー情報であって決済が終了しているが携帯端末に格納されてい
ない未格納電子マネー情報があるか否かが判定され、未格納電子マネー情報がないと判定
された場合、携帯端末から送信されてきたチャージ要求情報に対する特定電子マネー情報
の発行を指示する発行指示情報が携帯端末に送信され、未格納電子マネー情報があると判
定された場合、携帯端末から送信されてきたチャージ要求情報に対する特定電子マネー情
報の発行を指示する発行指示情報が送信されず、未格納電子マネー情報の発行を指示する
発行指示情報が携帯端末に送信され、送信された発行指示情報に応じて携帯端末から送信
されてきた特定電子マネー情報の受取りを要求する受取要求情報に応じて、電子マネー情
報が携帯端末に送信される。
【００４０】
　また、チャージ要求情報に対する電子マネー情報が確実に送信されてから、次のチャー
ジ要求情報に対する電子マネー情報を送信することができる。その結果、未チャージの電
子マネー情報が増加するのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　［第１の実施の形態］
　以下に、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、
以下の最良の形態においては、遊技機の一例として、パチンコ遊技機を示すが、本発明は
、これに限らず、たとえば、コイン遊技機およびスロットマシン等のその他の遊技機であ
ってもよい。
【００４２】
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　（電子マネーシステム１０の各構成の説明）
　図１は、本発明に係る電子マネーシステム１０の構成の一例を示すブロック図である。
図１を参照して、電子マネーシステム１０は、携帯電話１００と、電子マネー管理サーバ
２００と、決済サーバ２８０と、リモート発行サーバ４００と、金融機関サーバ５００と
、遊技場３０に設置される機器とを含む。
【００４３】
　遊技場３０に設置される機器には、券売機３００と、カードユニット６００と、パチン
コ遊技機７００と、店舗サーバ８００とが含まれる。カードユニット６００は、パチンコ
遊技機７００に対応して設けられる。
【００４４】
　携帯電話１００は、本実施の形態における主要な構成として、電子マネーアプリ１１１
と、非接触型ＩＣ（Integrated Circuit）チップ１９０とを備える。
【００４５】
　電子マネー管理サーバ２００は、本実施の形態における主要な構成として、利用者登録
ＡＰ（Application Program）２１０と、請求情報作成ＡＰ２１２と、ＩＣチップ書込Ａ
Ｐ２１３と、残高管理ＡＰ２１４と、利用者情報ＤＢ（DataBase）２６０と、発行情報Ｄ
Ｂ２２２とを備える。
【００４６】
　電子マネーシステム１０は、ユーザの携帯電話１００にチャージされた特定の種類の電
子マネーであるバリューを用いて、遊技場１００に設置されたパチンコ遊技機７００での
パチンコ遊技を可能にするための電子マネー遊技使用サービスを提供するシステムである
。
【００４７】
　携帯電話１００は、通話機能、ウェブブラウザによるウェブページ閲覧機能、電子メー
ル機能、および、非接触型ＩＣチップ１９０による短距離通信機能を備える。なお、ウェ
ブページ閲覧機能、電子メール機能、および、非接触型ＩＣチップ１９０による短距離通
信機能を備える装置であれば、携帯電話１００に替えて、通話機能がない携帯情報端末（
Personal Digital Assistance、以下「ＰＤＡ」という）などの他の携帯端末であっても
よい。
【００４８】
　本実施の形態においては、携帯電話１００に、電子マネー遊技使用サービスを実行する
ための携帯電話側の処理手順を示すプログラムである電子マネーアプリ１１１が導入され
ることにより、後述するように、電子マネーシステム１０で、この携帯電話１００を用い
ることができるようになる。
【００４９】
　電子マネーアプリ１１１は、携帯電話インターネット網９１０を介して、電子マネー管
理サーバ２００や金融機関サーバ５００と通信することが可能である。
【００５０】
　非接触型ＩＣチップ１９０は、電子マネーアプリ１１１、および、外部のチップリーダ
ライタと通信することが可能である。非接触型ＩＣチップ１９０と外部のチップリーダラ
イタとの通信は、非接触型ＩＣチップ１９０がチップリーダライタから数センチメートル
の距離に近接するように、携帯電話１００がチップリーダライタにかざされることによっ
て行なわれる。
【００５１】
　非接触型ＩＣチップ１９０と外部のチップリーダライタとの通信は、チップリーダライ
タからの電磁波である搬送波を、非接触型ＩＣチップ１９０やチップリーダライタが変調
させることによって行なわれる。また、非接触型ＩＣチップ１９０には、チップリーダラ
イタからの電磁波による電磁誘導によって、外部のチップリーダライタ側から電力が供給
される。
【００５２】
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　このため、携帯電話１００側から電力が供給されない場合であっても、非接触型ＩＣチ
ップ１９０がチップリーダライタに近づけられることによって、非接触型ＩＣチップ１９
０は動作可能となる。
【００５３】
　電子マネー管理サーバ２００は、利用者登録ＡＰ２１１や、請求情報作成ＡＰ２１２や
、ＩＣチップ書込ＡＰ２１３や、残高管理ＡＰ２１４や、利用者情報ＤＢ２２１や、発行
情報ＤＢ２２２などの機能によって、携帯電話１００や遊技場３０に対して、後述するよ
うな電子マネー遊技使用サービスにおける様々なサービスを提供する。
【００５４】
　決済サーバ２８０は、請求情報ＤＢ２８１を含み、電子マネー遊技使用サービスに対す
るユーザの決済を管理する。
【００５５】
　リモート発行サーバ４００は、電子マネー管理サーバ２００からの非接触型ＩＣチップ
１９０への情報の書込みを管理する。
【００５６】
　金融機関サーバ５００は、電子マネー遊技使用サービスを利用するに当たって、電子マ
ネー遊技使用サービスの提供業者に対価を支払うために、ユーザが利用する金融機関のサ
ーバである。
【００５７】
　電子マネー管理サーバ２００、リモート発行サーバ４００、および、金融機関サーバ５
００は、携帯電話インターネット網９１０を介して、携帯電話１００と通信することが可
能である。電子マネー管理サーバ２００は、専用線を介して、決済サーバ２８０およびリ
モート発行サーバ４００と通信することが可能である。決済サーバ２８０は、各種収納機
関および金融機関が専用線で閉域接続された金融機関専用ネットワーク９２０を介して、
金融機関サーバ５００と通信することが可能である。
【００５８】
　券売機３００は、ユーザから現金やバリューを受けて、遊技を可能とする所定の遊技価
値を有するプリペイドデータを記録したプリペイドカード３７１を発券する。券売機３０
０は、後述するようにチップリーダライタを含み、前述したように、携帯電話１００の非
接触型ＩＣチップ１９０と通信することが可能である。
【００５９】
　カードユニット６００は、パチンコ遊技機７００に対応して設けられる。カードユニッ
ト６００は、遊技者からプリペイドカード３７１を受付けて、パチンコ遊技機７００に設
けられた球貸ボタンの操作に応じて、プリペイドカード３７１に記録されたプリペイドデ
ータで示される価値のうちから所定額相当（たとえば、５００円相当）の価値を減算する
。
【００６０】
　カードユニット６００は、減算した価値に見合った遊技球を払出すことを指示する球貸
操作信号をパチンコ遊技機７００に送信する。カードユニット６００は、パチンコ遊技機
７００に設けられた返却ボタン６３２の操作に応じて、プリペイドカード３７１を排出す
る。
【００６１】
　パチンコ遊技機７００は、パチンコ遊技をユーザである遊技者に提供する装置である。
パチンコ遊技機７００は、カードユニット６００からの球貸信号を受けて、所定額相当の
遊技球を払出す。そして、遊技者によるパチンコ遊技機７００に設けられた発射ハンドル
の操作に応じて、払出された遊技球が遊技領域に発射されることによって、パチンコ遊技
が行なわれる。
【００６２】
　店舗サーバ８００は、遊技場内３０のＬＡＮ（Local Area Network）を介して、券売機
３００およびカードユニット６００と通信することが可能である。店舗サーバ８００は、
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専用線などを介して、電子マネー管理サーバ２００と通信することが可能である。
【００６３】
　店舗サーバ８００は、券売機３００におけるプリペイドカード３７１の販売に伴なう取
引情報や、カードユニット６００におけるプリペイドカード３７１の使用に伴う使用情報
などの情報を、券売機３００やカードユニット６００から受けて、それらの情報を記憶す
る。
【００６４】
　店舗サーバ８００は、記憶した情報のうち、後述するバリューの使用に関する情報を電
子マネー管理サーバ２００に送信する。店舗サーバ８００は、電子マネー管理サーバ２０
０から電子マネー遊技使用サービスにおける不正に関する情報を受信する。
【００６５】
　店舗サーバ８００は、電子マネー管理サーバ２００から受信した情報を、必要に応じて
、券売機３００やカードユニット６００に送信する。
【００６６】
　なお、決済サーバ２８０は、電子マネー管理サーバ２００に含まれるように構成されて
もよい。また、利用者登録ＡＰ２１１、請求情報作成ＡＰ２１２、ＩＣチップ書込ＡＰ２
１３、残高管理ＡＰ２１４、利用者情報ＤＢ２２１、および、発行情報ＤＢ２２２の構成
は、それぞれ、電子マネー管理サーバ２００と異なるコンピュータに含まれるようにして
もよい。
【００６７】
　図２は、本発明に係る携帯電話１００の構成の一例を示すブロック図である。図２を参
照して、携帯電話１００は、データ処理部１１０と、記憶部１２０と、データ入力部１３
０と、表示部１４０と、音声入出力部１５０と、無線通信部１６０と、アンテナ１６１と
、前述した非接触型ＩＣチップ１９０とを含む。
【００６８】
　非接触型ＩＣチップ１９０は、制御部１９１と、記憶部１９２と、非接触通信部１９３
と、アンテナ１９４とを含む。
【００６９】
　記憶部１２０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やフラッシュメモリなどの不揮発性メモ
リやＲＡＭ（Random Access Memory）などの揮発性メモリなどの半導体メモリで構成され
る。記憶部１２０には、携帯電話１００の各種機能をデータ処理部１１０に実行させるた
めのプログラムやデータが記憶される。
【００７０】
　データ入力部１３０は、電話番号や各種データなどの数字やアルファベットやその他の
文字などを入力するためのダイヤルキーや十字操作キーやその他のファンクションキーで
構成される。データ入力部１３０は、ユーザからデータの入力を受付けて、入力されたデ
ータをデータ処理部１１０に受け渡す。
【００７１】
　表示部１４０は、液晶表示装置（Liquid Crystal Display、以下「ＬＣＤ」という）で
構成される。なお、表示部１４０は、ＥＬ（ElectroLuminescence）ディスプレイなど他
の表示装置で構成されてもよい。表示部１４０は、データ処理部１１０から受けた文字デ
ータや画像データを表示する。
【００７２】
　音声入出力部１５０は、マイクおよびスピーカで構成される。音声入出力部１５０は、
外部から入力された音声を電気信号に変えて、データ処理部１１０に受け渡し、データ処
理部１１０からの電気信号を音声に変換して、外部に出力する。
【００７３】
　無線通信部１６０は、他の携帯電話やサーバからアンテナ１６１で受信した信号をデー
タ処理部１１０に受け渡し、データ処理部１１０から他の携帯電話やサーバへ送信する信
号をアンテナ１６１から出力させる。



(15) JP 4675116 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

【００７４】
　データ処理部１１０は、マイクロプロセッサ（Micro Processing Unit、以下「ＭＰＵ
」という）で構成される。データ処理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０の制御部１
９１と通信することが可能である。データ処理部１１０は、記憶部１２０に記憶されたプ
ログラムに従って、記憶部１２０、データ入力部１３０、無線通信部１６０、音声入出力
部１５０、または、非接触ＩＣチップ１９０の制御部１９１から入力されたデータを処理
して、記憶部１２０、表示部１４０、無線通信部１６０、音声入出力部１５０、または、
非接触ＩＣチップ１９０の制御部１９１に出力する。
【００７５】
　非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２は、非接触型ＩＣチップ１９０を利用する各
種サービスにおけるアプリケーションプログラムや、それらのサービスで用いられるバリ
ューなどの電子マネーやサービスポイントなどのデータやアプリケーションプログラムで
用いられるデータを記憶する。
【００７６】
　非接触型ＩＣチップ１９０の非接触通信部１９３は、アンテナ１９４を介して外部のチ
ップリーダライタと通信する。本実施の形態においては、非接触通信部１９３は、券売機
３００に備えられたチップリーダライタ３９０と通信する。また、前述したように、外部
のチップリーダライタからの電磁波による電磁誘導によって、非接触通信部１９３は、ア
ンテナ１９４から電力を受け、非接触型ＩＣチップ１９０の各部に電力を供給する。
【００７７】
　非接触型ＩＣチップ１９０の制御部１９１は、記憶部１９２に記憶されたプログラムに
従って、記憶部１９２、非接触通信部１９３、または、データ処理部１１０から入力され
たデータを処理して、記憶部１９２、非接触通信部１９３、または、データ処理部１１０
に出力する。
【００７８】
　なお、本実施の形態においては、携帯電話１００は、音声入出力部１５０を含んでも含
まなくてもよい。
【００７９】
　図３は、本発明に係る電子マネー管理サーバ２００の構成の一例を示すブロック図であ
る。図３を参照して、電子マネー管理サーバ２００は、データ処理部２１０と、記憶部２
２０と、データ入力部２３０と、表示部２４０と、通信部２６０とを含む。
【００８０】
　記憶部２２０は、ＲＯＭやフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやＲＡＭなどの揮発
性メモリなどの半導体メモリ、および、ハードディスクなどの外部記憶装置で構成される
。記憶部２２０には、電子マネー管理サーバ２００の各種機能をデータ処理部２１０に実
行させるためのプログラムやデータが記憶される。
【００８１】
　本実施の形態においては、利用者登録ＡＰ２１１や、請求情報作成ＡＰ２１２や、ＩＣ
チップ書込ＡＰ２１３や、残高管理ＡＰ２１４が記憶部２２０に記憶される。また、前述
した利用者情報ＤＢ２１１や発行情報ＤＢ２２２も、記憶部２２０に構成される。
【００８２】
　データ入力部２３０は、キーボードやマウスなどの入力装置で構成される。データ入力
部２３０は、電子マネー管理サーバの管理者などのユーザからデータの入力を受付けて、
入力されたデータをデータ処理部１１０に受け渡す。
【００８３】
　表示部２４０は、ＬＣＤで構成される。なお、表示部２４０は、ＣＲＴ（Cathode Ray 
Tube）ディスプレイやＥＬ（ElectroLuminescence）ディスプレイなど他の表示装置で構
成されてもよい。表示部２４０は、データ処理部２１０から受けた文字データや画像デー
タを表示する。
【００８４】
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　通信部２６０は、携帯電話１００や他のサーバから、携帯電話インターネット網９１０
や他のネットワークを介して受信したデータを、データ処理部２１０に受け渡し、データ
処理部２１０から携帯電話インターネット網９１０や他のネットワークを介して携帯電話
１００や他のサーバに送信するデータを出力する。
【００８５】
　データ処理部２１０は、ＭＰＵで構成される。データ処理部２１０は、記憶部２２０に
記憶されたプログラムに従って、記憶部２２０、データ入力部２３０、または、通信部２
６０から入力されたデータを処理して、記憶部２２０、表示部２４０、または、通信部２
６０に出力する。
【００８６】
　なお、決済サーバ２８０、リモート発行サーバ４００、金融機関サーバ５００、および
、店舗サーバ８００の構成は、図３で説明した電子マネー管理サーバ２００の構成と同様
である。
【００８７】
　図４は、本発明に係る券売機３００の構成の一例を示すブロック図である。図４を参照
して、券売機３００は、データ処理部３１０と、記憶部３２０と、操作部３３０と、表示
部３４０と、通信部３６０と、カードリーダライタ３７０と、貨幣処理機３８０と、チッ
プリーダライタ３９０とを含む。
【００８８】
　チップリーダライタ３９０は、制御部３９１と、記憶部３９２と、非接触通信部３９３
と、アンテナ３９４とを含む。
【００８９】
　記憶部３２０は、ＲＯＭやフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやＲＡＭなどの揮発
性メモリなどの半導体メモリで構成される。記憶部３２０には、券売機３００の各種機能
をデータ処理部３１０に実行させるためのプログラムやデータが記憶される。
【００９０】
　操作部３３０は、購入するプリペイドカードの金額を選択するための金額ボタンを含む
。また、金額ボタンは、選択されたときに、ランプが点灯するように構成される。操作部
３３０は、ユーザからの操作を受付けて、受付けられた操作を示す信号をデータ処理部３
１０に受け渡す。
【００９１】
　表示部３４０は、ＬＣＤで構成される。なお、表示部３４０は、ＥＬディスプレイなど
他の表示装置で構成されてもよい。表示部３４０は、データ処理部３１０から受けた文字
データや画像データを表示する。
【００９２】
　通信部３６０は、店舗サーバ８００から、遊技場３０のＬＡＮを介して受信したデータ
を、データ処理部３１０に受け渡し、データ処理部３１０から遊技場３０内のＬＡＮを介
して店舗サーバ８００に送信するデータを出力する。
【００９３】
　カードリーダライタ３７０は、プリペイドカード３７１からデータを読出して、読出し
たデータをデータ処理部３１０へ受け渡し、データ処理部３１０から受けたデータをプリ
ペイドカード３７１に記録して、プリペイドカード３７１を発券する。
【００９４】
　貨幣処理機３８０は、コインや紙幣の現金を受入れて、受入れられた現金の額を示すデ
ータをデータ処理部３１０へ受け渡す。また、貨幣処理機３８０は、データ処理部３１０
から受けたデータで示される額の現金を外部へ返却する。
【００９５】
　データ処理部３１０は、ＭＰＵで構成される。データ処理部３１０は、チップリーダラ
イタ３９０の制御部３９１と通信することが可能である。データ処理部３１０は、記憶部
３２０に記憶されたプログラムに従って、記憶部３２０、操作部３３０、通信部３６０、
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カードリーダライタ３７０、貨幣処理機３８０、または、チップリーダライタ３９０の制
御部３９１から入力されたデータを処理して、記憶部３２０、表示部３４０、通信部３６
０、カードリーダライタ３７０、貨幣処理機３８０、または、チップリーダライタ３９０
の制御部３９１に出力する。
【００９６】
　チップリーダライタ３９０の記憶部３９２は、非接触型ＩＣチップ１９０を利用する各
種サービスにおいて非接触型ＩＣチップ１９０とやり取りするためのアプリケーションプ
ログラムや、それらのアプリケーションプログラムで用いられるデータを記憶する。
【００９７】
　チップリーダライタ３９０の非接触通信部３９３は、アンテナ３９４を介して携帯電話
１００の非接触型ＩＣチップ１９０と通信する。また、前述したように、非接触通信部３
９３からの搬送波である電磁波による電磁誘導によって、非接触通信部３９３は、アンテ
ナ３９４を介して、非接触型ＩＣチップ１９０に電力を供給する。
【００９８】
　チップリーダライタ３９０の制御部３９１は、記憶部３９２に記憶されたプログラムに
従って、記憶部３９２、非接触通信部３９３、または、データ処理部３１０から入力され
たデータを処理して、記憶部３９２、非接触通信部３９３、または、データ処理部３１０
に出力する。
【００９９】
　図５は、本発明に係るカードユニット６００の構成の一例を示すブロック図である。図
５を参照して、カードユニット６００は、データ処理部６１０と、記憶部６２０と、表示
部６４０と、通信部６６０と、カードリーダライタ６７０とを含む。また、カードユニッ
ト６００に信号を入力する操作部として、パチンコ遊技機７００に設けられる球貸ボタン
６３１および返却ボタン６３２がある。
【０１００】
　記憶部６２０は、ＲＯＭやフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやＲＡＭなどの揮発
性メモリなどの半導体メモリで構成される。記憶部６２０には、カードユニット６００の
各種機能をデータ処理部６１０に実行させるためのプログラムやデータが記憶される。
【０１０１】
　球貸ボタン６３１は、遊技者により押下操作されることによって、遊技球の貸出を要求
する球貸操作信号をデータ処理部６１０に出力する。返却ボタン６３２は、遊技者により
押下操作されることによって、プリペイドカードの返却を要求する返却操作信号をデータ
処理部６１０に出力する。
【０１０２】
　表示部６４０は、ＬＣＤで構成される。なお、表示部６４０は、ＥＬディスプレイなど
他の表示装置で構成されてもよい。表示部６４０は、データ処理部６１０から受けた文字
データや画像データを表示する。
【０１０３】
　通信部６６０は、店舗サーバ８００から、遊技場３０のＬＡＮを介して受信したデータ
を、データ処理部６１０に受け渡し、データ処理部６１０から遊技場３０内のＬＡＮを介
して店舗サーバ８００に送信するデータを出力する。
【０１０４】
　カードリーダライタ６７０は、プリペイドカード３７１からデータを読出して、読出し
たデータをデータ処理部６１０へ受け渡し、データ処理部６１０から受けたデータをプリ
ペイドカード３７１に記録する。また、カードリーダライタ６７０は、返却ボタン６３２
からデータ処理部６１０を介して返却操作信号に応じて、プリペイドカード３７１を外部
へ排出する。
【０１０５】
　データ処理部６１０は、ＭＰＵで構成される。データ処理部６１０は、記憶部６２０に
記憶されたプログラムに従って、記憶部６２０、球貸ボタン６３１、返却ボタン６３２、
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通信部６６０、または、カードリーダライタ６７０から入力されたデータを処理して、記
憶部６２０、表示部６４０、通信部６６０、または、カードリーダライタ６７０に出力す
る。
【０１０６】
　（電子マネーシステム１０への携帯電話１００の初期登録の説明）
　図６は、本実施の形態における電子マネー管理サーバ２００により実行される利用者登
録アプリケーションプログラム２１０の処理の流れを示すフローチャートである。図６を
参照して、まず、ステップＳ２１１で、電子マネー管理サーバ２００のデータ処理部２１
０は、携帯電話１００から登録要求があったか否かを判断する。
【０１０７】
　図１８は、本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに
携帯電話１００の表示部１４０に表示される第１の表示画面図である。図１８（ａ）は、
携帯電話１００において、ウェブブラウザ機能が実行されるときに、携帯電話１００の表
示部１４０に、最初に表示されるウェブページの画面である。
【０１０８】
　図１８（ａ）の画面は、「メニュー」画面である。図１８（ａ）の画面には、他のウェ
ブページへのリンクとして、「マイメニュー」「週間ガイド」「メニューリスト」「とく
するメニュー」「エリア」「かんたん検索」が表示される。ここでは、「メニューリスト
」が選択候補として反転表示されている。選択候補は、十字操作キーで切替えることがで
きる。
【０１０９】
　また、図１８（ａ）以後の画面でも共通する表示として、画面の下部の「戻る」「選択
」「メニュー」の表示がある。データ入力部１３０の左、中、右のファンクションキーを
操作することによって、それぞれ「戻る」「選択」「メニュー」の機能を実行することが
できる。
【０１１０】
　「戻る」の機能を実行させると、１つ前のウェブページの画面が表示される。「選択」
の機能を実行させると、十字操作キーの操作によって反転表示された選択候補のリンク先
のウェブページの画面が表示される。「メニュー」の機能を実行させると、図１８（ａ）
で説明した「メニュー」画面が表示される。
【０１１１】
　図１８（ａ）の画面で、「メニューリスト」のリンクが選択されると、図１８（ｂ）の
画面が表示される。
【０１１２】
　図１８（ｂ）の画面は、「メニューリスト」画面である。図１８（ｂ）の画面には、他
のウェブページへのリンクとして、「天気／ニュース／情報」「モバイルバンキング」「
趣味」その他のリンクが表示される。ここでは、「趣味」が選択候補として反転表示され
ている。
【０１１３】
　図１８（ｂ）の画面で、「趣味」のリンクが選択されると、図１８（ｃ）の画面が表示
される。
【０１１４】
　図１８（ｃ）の画面には、他のウェブページへのリンクとして、「パチンコ／パチスロ
」「電子マネー」「→全２３サイト」その他のリンクが表示される。ここでは、「電子マ
ネー」が選択候補として反転表示されている。
【０１１５】
　図１８（ｃ）の画面で、「→全２３サイト」のリンクが選択されると、他のサイトへの
リンクがさらに表示される。図１８（ｃ）の画面で、「電子マネー」のリンクが選択され
ると、携帯電話１００から利用者登録ＡＰ２１１に、登録要求が送信される。
【０１１６】
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　図６に戻って、ステップＳ２１１では、データ処理部２１０は、図１８（ｃ）の画面で
、「電子マネー」のリンクが選択されることによって携帯電話１００から登録要求が送信
されてきたか否かを判断する。登録要求が送信されてきたと判断した場合（ステップＳ２
１１でＹＥＳの場合）、ステップＳ２１２で、データ処理部２１０は、携帯電話１００に
、電子マネー遊技使用サービスへの登録のためのトップページの画面を送信する。登録要
求が送信されてきていないと判断した場合（ステップＳ２１１でＮＯの場合）、および、
ステップＳ２１２の後、データ処理部２１０は、ステップＳ２１３に処理を進める。
【０１１７】
　図１８に進んで、図１８（ｄ）の画面は、電子マネー遊技使用サービスへの携帯電話１
００の登録のためのトップページの画面である。図１８（ｄ）の画面には、電子マネー遊
技使用サービスへの登録の案内の文章のほか、他のウェブページへのリンクとして、電子
マネー遊技使用サービスの概要のウェブページへのリンクである「電子マネーとは？」、
お気に入りのウェブページをユーザ専用のメニューに登録するためのリンクである「マイ
メニュー登録」、電子マネー遊技使用サービスの更新履歴のウェブページへのリンクであ
る「Ｗｈａｔ’ｓＮｅｗ！」、電子マネー遊技使用サービスへの新規会員登録のウェブペ
ージへのリンクである「新規会員登録はこちら！」、その他のリンクが表示される。
【０１１８】
　ここでは、「新規会員登録はこちら！」が選択候補として反転表示されている。図１８
（ｄ）の画面で、「新規会員登録はこちら！」のリンクが選択されると、携帯電話１００
から利用者登録ＡＰ２１１に、携帯電話１００の機種情報が送信される。
【０１１９】
　図６に戻って、ステップＳ２１３では、データ処理部２１０は、図１８（ｄ）の画面で
、「新規会員登録はこちら！」のリンクが選択されることによって携帯電話１００から機
種情報が送信されてきたか否かを判断する。機種情報が送信されてきていないと判断した
場合（ステップＳ２１３でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、実行する処理をステッ
プＳ２１７に進める。一方、機種情報が送信されてきたと判断した場合（ステップＳ２１
３でＹＥＳの場合）、ステップＳ２１４で、データ処理部２１０は、送信されてきた機種
情報が電子マネーシステム１０に対応した機種を示すか否かを判断する。
【０１２０】
　携帯電話１００が電子マネーシステム対応機種であると判断した場合（ステップＳ２１
４でＹＥＳの場合）、ステップＳ２１５で、データ処理部２１０は、登録手続画面を携帯
電話１００に送信する。その後、データ処理部２１０は、実行する処理をステップＳ２１
７に進める。一方、携帯電話１００が電子マネーシステム対応機種でないと判断した場合
（ステップＳ２１４でＮＯの場合）、ステップＳ２１６で、データ処理部２１０は、非対
応機種報知画面を携帯電話１００に送信する。その後、データ処理部２１０は、実行する
処理をステップＳ２１１に戻す。
　図１９は、本実施の形態における電子マネーシステム１０に携帯電話１００を初期登録
するときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第２の表示画面図である。図１９
（ａ）は、ステップＳ２１６で携帯電話１００に送信される非対応機種報知画面である。
【０１２１】
　図１９（ａ）の画面には、携帯電話１００が電子マネーシステム１０の対応機種でない
旨の文章や、電子マネー対応機種一覧へのリンクである「電子マネー対応携帯機種」や、
図１８（ｄ）で示したこのサイトのトップページへのリンクである「このサイトのトップ
へ」が表示される。
【０１２２】
　図１９（ｂ）は、ステップＳ２１５で携帯電話１００に送信される登録手続画面である
。図１９（ｂ）の画面には、電子マネー遊技使用サービスへの登録に当たっての注意書き
や、サービス規約のウェブページへのリンクである「サービス規約を読む（必須）」や、
サービス規約に同意し登録手続を先へ進めるためのリンクである「同意して登録する」が
表示される。ここでは、「同意して登録する」が選択候補として反転表示されている。
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【０１２３】
　図１９（ｂ）の画面で、「同意して登録する」のリンクが選択されると、図１９（ｃ）
の画面が表示される。図１９（ｃ）の画面には、リンクを選択するとメール送信画面が表
示される旨の文章と、メール送信画面を表示するためのリンクである「ここ」が表示され
る。図１９（ｃ）の画面で、「ここ」のリンクが選択されると、携帯電話１００の電子メ
ール機能が起動され、図１９（ｄ）のメール送信画面が表示される。
【０１２４】
　図１９（ｄ）のメール送信画面の宛先には、電子マネー遊技使用サービスへ登録するた
めの電子メールアドレスが既に入力された状態で表示される。また、メール送信画面の題
名および本文には、何も入力されていない。ユーザは、図１９（ｄ）のメール送信画面の
状態でメールを送信する。つまり、空メールを送信する。これによって、携帯電話１００
から利用者登録ＡＰ２１１に、ユーザの携帯電話１００の電子メールアドレスが送信され
る。
【０１２５】
　図６に戻って、ステップＳ２１７で、データ処理部２１０は、ユーザの携帯電話１００
から空メールを受取ることによって、ユーザの携帯電話１００の電子メールアドレスを受
信したか否かを判断する。
【０１２６】
　電子メールアドレスを受信したと判断した場合（ステップＳ２１７でＹＥＳの場合）、
ステップＳ２１８で、データ処理部２１０は、登録手続を継続するためのＵＲＬを記載し
た電子メールを、ユーザの携帯電話１００の電子メールアドレス宛に送信する。その後、
データ処理部２１０は、実行する処理をステップＳ２２１に進める。一方、電子メールア
ドレスを受信していないと判断した場合（ステップＳ２１７でＮＯの場合）、データ処理
部２１０は、実行する処理をステップＳ２２１に進める。
【０１２７】
　図２０は、本実施の形態における電子マネーシステム１０に携帯電話１００を初期登録
するときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第３の表示画面図である。
【０１２８】
　図２０（ａ）は、携帯電話１００の電子メール機能において、新着メッセージの件数を
示す画面である。ここでは、「メール　未読００１」の表示によって、新着の電子メール
のうち、未読のものが１件であることが示されている。
【０１２９】
　図２０（ａ）の画面で、「メール　未読００１」が選択されると、図２０（ｂ）のよう
に、ステップＳ２１８で、電子マネー管理サーバ２００から携帯電話１００に送信された
新着メールの内容が表示される。
【０１３０】
　図２０（ｂ）の電子メールには、登録手続を継続するためのウェブページへの登録ＵＲ
Ｌ（Uniform Resource Locator）を選択して電子マネー遊技使用サービスへの登録手続を
継続する旨の文章、および、登録ＵＲＬが記載されたリンクが表示される。図２０（ｂ）
の画面で、登録ＵＲＬのリンクが選択されると、登録ＵＲＬにアクセスされる。
【０１３１】
　図６に戻って、ステップＳ２２１で、データ処理部２１０は、携帯電話１００から登録
ＵＲＬにアクセスがあったか否かを判断する。登録ＵＲＬにアクセスがあった場合（ステ
ップＳ２２１でＹＥＳの場合）、データ処理部２１０は、携帯電話１００を一意に識別す
るための携帯端末情報を登録するための携帯端末情報登録画面を、携帯電話１００に送信
する。
【０１３２】
　図２０に進んで、図２０（ｃ）の画面は、携帯端末情報登録画面である。図２０（ｃ）
の画面には、「送信」のリンクを選択すると携帯電話１００の携帯端末情報が登録される
旨の文章、および、携帯端末情報を送信するためのリンクである「送信」が表示される。
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図２０（ｃ）の画面で、「送信」のリンクが選択されると、図２０（ｄ）の画面が表示さ
れる。
【０１３３】
　図２０（ｄ）の画面は、携帯端末情報登録の確認画面である。図２０（ｄ）の画面には
、携帯端末情報の送信を確認する旨の文章と、送信を開始するためのリンクである「ＹＥ
Ｓ」と、送信を取止めるためのリンクである「ＮＯ」とが表示される。
【０１３４】
　図２０（ｄ）の画面で、「ＮＯ」のリンクが選択されると、携帯電話１００の画面が待
受け画面になる。一方、図２０（ｄ）の画面で、「ＹＥＳ］のリンクが選択されると、携
帯電話１００から利用者登録ＡＰ２１１に、携帯端末情報が送信される。
【０１３５】
　図６に戻って、ステップＳ２２３で、データ処理部２１０は、携帯電話１００から携帯
端末情報が送信されてきたか否かを判断する。携帯端末情報が送信されてきていないと判
断した場合（ステップＳ２２３でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、実行する処理を
ステップＳ２２６に進める。
【０１３６】
　一方、携帯端末情報が送信されてきたと判断した場合（ステップＳ２２３でＹＥＳの場
合）、ステップＳ２２４で、データ処理部２１０は、送信されてきた携帯端末情報を利用
者情報ＤＢ２２１に登録する。次に、ステップＳ２２５で、データ処理部２１０は、金融
機関を選択するウェブページの最初の画面である金融機関選択画面を携帯電話１００に送
信する。その後、データ処理部２１０は、実行する処理をステップＳ２２６に進める。
【０１３７】
　図２１は、本実施の形態における電子マネーシステム１０に携帯電話１００を初期登録
するときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第４の表示画面図である。図２１
（ａ）の画面は、ステップＳ２２５で携帯電話１００に送信される金融機関選択画面であ
る。
【０１３８】
　図２１（ａ）の画面には、電子マネー遊技使用サービスにおけるバリューの利用の方法
を示す文章と、モバイルバンキングへの登録を促がす旨の文章と、モバイルバンキングの
登録へ進むためのリンクである「ここから」と、モバイルバンキングへの登録をスキップ
するためのリンクである「モバイルバンキング登録をスキップする方はこちらを選択して
ください」とが表示される。
【０１３９】
　図２１（ａ）の画面で、「ここから」のリンクが選択されると、図２１（ｂ）の画面が
表示される。
【０１４０】
　図２１（ｂ）の画面には、モバイルバンキングの業態の選択を促がす旨の文章と、都市
銀行を選択するためのリンクである「都市銀行」と、地方銀行を選択するためのリンクで
ある「地方銀行」と、第２地銀を選択するためのリンクである「第２地銀」と、労働金庫
を選択するためのリンクである「労働金庫」と、信用金庫を選択するためのリンクである
「信用金庫」と、信用組合を選択するためのリンクである「信用組合」と、その他の金融
機関を選択するためのリンクである「その他」とが表示される。
【０１４１】
　ここでは、図２１（ｂ）の画面で「都市銀行」のリンクが選択される場合について説明
する。「都市銀行」のリンクが選択されると、図２１（ｃ）の画面が表示される。
【０１４２】
　図２１（ｃ）の画面には、利用するモバイルバンキングの選択を促がす旨の文章、およ
び、都市銀行のうちのいずれかを選択するためのリンクである「やまと銀行」「三友銀行
」「ダイヤモンド銀行」「リエゾン銀行」が表示される。
【０１４３】
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　ここでは、図２１（ｃ）の画面で「やまと銀行」のリンクが選択される場合について説
明する。「やまと銀行」のリンクが選択されると、図２２（ａ）の画面が表示される。
【０１４４】
　図２２は、本実施の形態における電子マネーシステム１０に携帯電話１００を初期登録
するときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第５の表示画面図である。
【０１４５】
　図２２（ａ）は、選択されたモバイルバンキングを確認するための画面である。図２２
（ａ）には、やまと銀行を利用するモバイルバンキングとして登録することを確認する旨
の文章と、登録することを確認して継続して手続を進めるためのリンクである「確認」と
、選択したモバイルバンキングを訂正するために前の画面に戻るためのリンクである「訂
正する場合はこちらから」とが表示される。
【０１４６】
　図２２（ａ）の画面で、「確認」のリンクが選択されると、携帯電話１００から利用者
登録ＡＰ２１１に、選択されたモバイルバンキングを示す金融機関情報および前述した携
帯端末情報が送信される。
【０１４７】
　図６に戻って、ステップＳ２２６で、データ処理部２１０は、携帯電話１００から金融
機関情報を受信したか否かを判断する。金融機関情報を受信していないと判断した場合（
ステップＳ２２６でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、実行する処理をステップＳ２
３１に進める。
【０１４８】
　一方、金融機関情報を受信したと判断した場合（ステップＳ２２６でＹＥＳの場合）、
データ処理部２１０は、ステップＳ２２７で、金融機関情報とともに受信した携帯端末情
報と対応する利用者情報ＤＢ２２１に登録された携帯端末情報に対応させて、金融機関情
報を利用者情報ＤＢ２２１に登録する。
【０１４９】
　次いで、ステップＳ２２８で、データ処理部２１０は、電子マネーアプリ１１１のダウ
ンロードを確認する画面を携帯電話１００に送信して、ダウンロードの開始を指示する旨
の情報の受信に応じて、電子マネーアプリ１１１を携帯電話１００にダウンロードする。
ダウンロード終了後、データ処理部２１０は、ダウンロードが終了した旨および電子マネ
ーアプリ１１１の起動を確認する旨の画面を携帯電話１００に送信する。
【０１５０】
　図２２に進んで、図２２（ｂ）は、ステップＳ２２８で携帯電話１００に送信されるダ
ウンロードを確認する画面である。図２２（ｂ）の画面には、バリューの利用方法の文章
と、電子マネーアプリ１１１のダウンロードを促がす旨の文章と、ダウンロードの開始を
指示するためのリンクである「ダウンロード開始」と、電子マネーアプリ１１１のサイズ
を示す文章とが表示される。
【０１５１】
　図２２（ｂ）の画面で、「ダウンロード開始」が選択されると、図２２（ｂ）の画面は
、図２２（ｃ）で示される状態になる。つまり、ダウンロード中である旨の表示が、図２
２（ｂ）の画面上に表示される。
【０１５２】
　電子マネーアプリ１１１のダウンロードが終了すると、携帯電話１００のデータ処理部
１１０は、電子マネーアプリ１１１を記憶部１２０に記憶させ、利用者登録ＡＰ２１１か
ら送信されてきた画面である図２２（ｄ）の画面を表示部１４０に表示させる。
【０１５３】
　図２２（ｄ）の画面には、ダウンロードが終了した旨および電子マネーアプリ１１１の
起動を確認する旨の文章と、電子マネーアプリ１１１を起動させるためのリンクである「
ＹＥＳ」と、電子マネーアプリ１１１を起動させずに待受け画面に戻るためのリンクであ
る「ＮＯ」とが表示される。
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【０１５４】
　図２２の（ｄ）の画面で、「ＮＯ」のリンクが選択されると、携帯電話１００の画面が
待受け画面になる。一方、図２２の（ｄ）の画面で、「ＹＥＳ」のリンクが選択されると
、携帯電話１００のデータ処理部１１０は、記憶部１２０に記憶された電子マネーアプリ
１１１を起動させる。
【０１５５】
　図２３は、本実施の形態における電子マネーシステム１０に携帯電話１００を初期登録
するときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第６の表示画面図である。図２３
（ａ）は、電子マネーアプリ１１１の起動中に表示される画面である。
【０１５６】
　図１０は、本実施の形態における携帯電話１００で実行される電子マネーアプリ１１１
の処理の流れを示す第１のフローチャートである。図１０を参照して、電子マネーアプリ
１１１が起動されると、まず、ステップＳ１０１で、携帯電話１００のデータ処理部１１
０は、非接触型ＩＣチップ１９０からの起動であるか否かを判断する。
【０１５７】
　非接触型ＩＣチップ１９０からの起動であると判断した場合（ステップＳ１０１でＹＥ
Ｓの場合）、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１０２に進める。一方、
非接触型ＩＣチップ１９０からの起動でないと判断した場合（ステップＳ１０１でＮＯの
場合）、データ処理部１１０は、ステップＳ１１１で、この電子マネーアプリ１１１がこ
の携帯電話１００で初めて起動されるか否かを判断する。
【０１５８】
　初回起動でないと判断した場合（ステップＳ１１１でＮＯの場合）、データ処理部１１
０は、実行する処理をステップＳ１３１に進める。一方、初回起動であると判断した場合
（ステップＳ１１２でＹＥＳの場合）、データ処理部１１０は、ステップＳ１１２で、パ
スワード設定画面を表示部１４０に表示させる。
【０１５９】
　図２３に進んで、図２３（ｂ）の画面は、パスワード設定画面である。図２３（ｂ）の
画面には、電子マネー遊技使用サービスを利用するためのパスワードの設定を促がす旨の
文章と、パスワードを入力するための利用パスワードテキストボックスと、パスワード確
認用再入力のための確認用再入力テキストボックスと、入力したパスワードを登録させる
ためのリンクである「登録」とが表示される。
【０１６０】
　ユーザは、携帯電話１００の十字操作キーを操作して、利用パスワードテキストボック
スを選択することによって、ダイヤルキーを利用して、パスワードを入力することができ
る。同様に、確認用再入力テキストボックスを選択することによって、確認用パスワード
を入力することができる。
【０１６１】
　図１０に戻って、図２３（ｂ）の画面で「登録」のリンクが選択されると、データ処理
部１１０は、ステップＳ１１３で、パスワードが入力されて、利用パスワードテキストボ
ックスに入力されたパスワードと確認用再入力テキストボックスに入力されたパスワード
とが一致するか否かを判断する。
【０１６２】
　一致しないと判断した場合（ステップＳ１１３でＮＯの場合）、利用パスワードテキス
トボックスおよび確認用再入力テキストボックスに入力されたパスワードを消去し、ステ
ップＳ１１３を繰返す。一方、一致すると判断した場合（ステップＳ１１３でＹＥＳの場
合）、ステップＳ１１４で、データ処理部１１０は、入力されたパスワードを記憶部１２
０に記憶させる。そして、データ処理部１１０は、送信指示画面を表示部１４０に表示さ
せる。その後、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１１５に進める。
【０１６３】
　図２３（ｃ）の画面は、ステップＳ１１３で表示される送信指示画面である。図２３（
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ｃ）の画面には、初期登録を実行するために、携帯電話１００を電子マネー遊技使用サー
ビスに登録する旨、および、携帯電話１００の携帯端末情報を含む携帯端末登録情報を送
信する旨の文章と、携帯端末登録情報の送信を指示するためのリンクである「送信」とが
表示される。
【０１６４】
　図２３（ｃ）の画面で「送信」が選択されると、図２３（ｄ）の画面が表示される。図
２３（ｄ）の画面には、携帯端末登録情報の送信を確認する旨の文章と、送信を開始する
ためのリンクである「ＹＥＳ」と、送信を取止めるためのリンクである「ＮＯ」とが表示
される。
【０１６５】
　図２３（ｄ）の画面で、「ＮＯ」のリンクが選択されると、携帯電話１００の画面が待
受け画面になる。
【０１６６】
　図１０に戻って、データ処理部１１０は、ステップＳ１１５で、図２３（ｄ）の画面で
「ＹＥＳ」のリンクが選択されたか否かを判断する。「ＹＥＳ」「ＮＯ」のリンクがいず
れも選択されず、送信指示がないと判断した場合（ステップＳ１１５でＮＯの場合）、デ
ータ処理部１１０は、ステップＳ１１５を繰返す。一方、「ＹＥＳ」のリンクが選択され
て、送信指示があったと判断した場合（ステップＳ１１５でＹＥＳの場合）、データ処理
部１１０は、携帯端末登録情報を利用者登録ＡＰ２１１に送信する。
【０１６７】
　図６に戻って、電子マネー管理サーバ２００のデータ処理部２１０は、ステップＳ２３
１で、携帯電話１００から携帯端末登録情報を受信したか否かを判断する。携帯端末登録
情報を受信していないと判断した場合（ステップＳ２３１でＮＯの場合）、データ処理部
２１０は、実行する処理をステップＳ２１１に戻す。
【０１６８】
　一方、携帯端末登録情報を受信したと判断した場合（ステップＳ２３１でＹＥＳの場合
）、データ処理部２１０は、ステップＳ２３２で、会員ＩＤを発行し、携帯端末情報と対
応させて、利用者情報ＤＢ２２１に記憶させる。
【０１６９】
　次に、ステップＳ２３３で、データ処理部２１０は、リモート発行サーバ４００に、携
帯端末情報と会員ＩＤとを含む登録依頼情報を送信する。その後、データ処理部２１０は
、実行する処理をステップＳ２１１に戻す。
【０１７０】
　リモート発行サーバ４００は、電子マネー管理サーバ２００の利用者登録ＡＰ２１１か
ら登録依頼情報を受けると、登録依頼情報に含まれる携帯端末情報で示される携帯電話１
００の非接触型ＩＣチップ１９０に電子マネー遊技使用サービスに用いるための記憶部１
９２の領域を確保し、確保した領域に会員ＩＤを記憶させるためのチップ登録情報を、携
帯端末情報で示される携帯電話１００に送信する。
【０１７１】
　図１０に進んで、携帯電話１００のデータ処理部１１０は、ステップＳ１２１で、リモ
ート発行サーバ４００からチップ登録情報を受信したか否かを判断する。チップ登録情報
を受信していないと判断した場合（ステップＳ１２１でＮＯの場合）、データ処理部１１
０は、ステップＳ１２１を繰返す。
【０１７２】
　一方、チップ登録情報を受信したと判断した場合（ステップＳ１２１でＹＥＳの場合）
、データ処理部１１０は、ステップＳ１２２で、リモート発行サーバ４００からのチップ
登録情報で示される非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２の領域を確保する。そして
、データ処理部１１０は、記憶部１９２の確保された領域に０円相当のバリューを記憶さ
せる。
【０１７３】
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　次いで、データ処理部１１０は、ステップＳ１２３で、リモート発行サーバ４００から
のチップ登録情報で示される会員ＩＤを確保された記憶部１９２の領域に書込む。そして
、データ処理部１１０は、ステップＳ１２４で、記憶部１２０に記憶されたパスワードを
読出し、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２の確保された領域にそのパスワードを
書込む。その後、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１３６に進める。
【０１７４】
　ステップＳ１３６では、データ処理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１
９２の電子マネー遊技使用サービス用の領域からバリュー残高を取得する。そして、ステ
ップＳ１３７で、データ処理部１１０は、電子マネーアプリ１１１の初期画面を表示部１
４０に表示させる。その後、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１４１に
進める。
【０１７５】
　図２４は、本実施の形態における電子マネーシステム１０に携帯電話１００を初期登録
するときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第７の表示画面図である。図２４
（ａ）の画面は、ステップＳ１３７で表示される初期画面である。
【０１７６】
　図２４（ａ）の画面は、非接触型ＩＣチップ１９０の製造時から与えられているチップ
ＩＤが００００２００００１２３９８であることと、ステップＳ１３６で取得された非接
触型ＩＣチップ１９０に記憶されているバリューの残高が０円であることと、バリューを
購入するためのリンクである「バリュー購入」と、購入済みのバリューを非接触型ＩＣチ
ップ１９０にチャージするためのリンクである「ＩＣチップへの購入バリューのチャージ
」と、非接触型ＩＣチップ１９０へのバリューのチャージの履歴を表示させるためのリン
クである「履歴表示」とが表示される。
【０１７７】
　（電子マネーシステム１０でのバリューのチャージの説明）
　図２５は、本実施の形態における電子マネーシステム１０において携帯電話１００にバ
リューをチャージするときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第１の表示画面
図である。
【０１７８】
　図２５（ａ）は、携帯電話１００において、アプリケーション実行機能が実行されると
きに、携帯電話１００の表示部１４０に、最初に表示されるソフト一覧画面である。
【０１７９】
　図２５（ａ）の画面には、携帯電話１００に導入されているアプリケーションプログラ
ムを実行させるためのリンクとして、「電子マネーアプリ」「旅行ナビゲータ」が表示さ
れる。つまり、本実施の形態における携帯電話１００には、電子マネーアプリ１１１と、
旅行ナビゲータという名称のアプリケーションプログラムが導入されていることが示され
る。
【０１８０】
　図１０に戻って、図２５（ａ）の画面で「電子マネーアプリ」のリンクが選択され、電
子マネーアプリ１１１が起動されると、まず、ステップＳ１０１で、携帯電話１００のデ
ータ処理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０からの起動であるか否かを判断する。
【０１８１】
　非接触型ＩＣチップ１９０からの起動であると判断した場合（ステップＳ１０１でＹＥ
Ｓの場合）、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１０２に進める。一方、
非接触型ＩＣチップ１９０からの起動でないと判断した場合（ステップＳ１０１でＮＯの
場合）、データ処理部１１０は、ステップＳ１１１で、この電子マネーアプリ１１１がこ
の携帯電話１００で初めて起動されるか否かを判断する。
【０１８２】
　初回起動であると判断した場合（ステップＳ１１１でＹＥＳの場合）は、前述したよう
に、ステップＳ１１２からステップＳ１２４の処理が実行される。一方、初回起動でない
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と判断した場合（ステップＳ１１１でＮＯの場合）、データ処理部１１０は、ステップＳ
１３１で、リモート発行サーバ４００からバリュー書込情報を受信したか否かを判断する
。バリュー書込情報を受信したと判断した場合（ステップＳ１３１でＹＥＳの場合）に実
行されるステップＳ１３２からステップＳ１３５までの処理は後述する。
【０１８３】
　一方、バリュー書込情報を受信していないと判断した場合（ステップＳ１３１でＮＯの
場合）、ステップＳ１３６で、データ処理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶
部１９２の電子マネー遊技使用サービス用の領域からバリュー残高を取得する。そして、
ステップＳ１３７で、データ処理部１１０は、電子マネーアプリ１１１の初期画面を表示
部１４０に表示させる。その後、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１４
１に進める。
【０１８４】
　図２５に進んで、図２５（ｂ）の画面は、ステップＳ１３７で表示される初期画面であ
る。図２５（ｂ）の画面は、前述した図２４（ａ）の画面と同様であるので、説明は繰返
さない。ただし、非接触型ＩＣチップ１９０に記憶されているバリューの残高が、図２４
（ａ）の画面では、０円であるのに対して、図２５（ｂ）の画面では、１０００円である
。
【０１８５】
　図１１は、本実施の形態における携帯電話１００で実行される電子マネーアプリ１１１
の処理の流れを示す第２のフローチャートである。データ処理部１１０は、ステップＳ１
７１で、バリュー購入が選択されたか否かを判断する。図２５（ｂ）の画面で「バリュー
購入」のリンクが選択されると、データ処理部１１０は、ステップＳ１７１で、バリュー
購入が選択されたと判断し、実行する処理をステップＳ１７２に進める。
【０１８６】
　ステップＳ１７２では、データ処理部１１０は、バリュー購入サイト接続画面を表示部
１４０に表示させる。
【０１８７】
　図２５に進んで、図２５（ｃ）は、ステップＳ１７２で表示されるバリュー購入サイト
接続画面である。図２５（ｃ）の画面には、バリューのチャージの方法を説明するための
文章と、携帯電話１００の電子メールアドレスと、表示されている電子メールアドレスが
電子マネー遊技使用サービスで利用する携帯電話１００の電子メールアドレスとして正し
いと確認したことを入力するためのリンクである「確認」と、表示されている電子メール
アドレスが電子マネー遊技使用サービスで利用する携帯電話１００の電子メールアドレス
と異なる場合に選択するリンクである「→上記アドレスがご利用携帯のアドレスと異なる
場合はこちら」とが表示される。
【０１８８】
　図２５（ｃ）の画面で「確認」が選択されると、図２５（ｄ）の画面が表示される。図
２５（ｄ）の画面には、バリューをチャージするための電子マネー遊技使用サービスのバ
リュー購入サイトへの接続を確認する旨の文章と、バリュー購入サイトへ接続をするため
のリンクである「ＹＥＳ」と、接続を取止めるためのリンクである「ＮＯ」とが表示され
る。
【０１８９】
　図２５（ｄ）の画面で「ＮＯ」のリンクが選択されると、携帯電話１００の画面が待受
け画面になる。一方、図２５（ｄ）の画面で「ＹＥＳ」のリンクが選択されると、バリュ
ー購入サイトへのログインページが表示される。
【０１９０】
　図２６は、本実施の形態における電子マネーシステム１０において携帯電話１００にバ
リューをチャージするときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第２の表示画面
図である。
【０１９１】
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　図２６（ａ）は、電子マネー遊技使用サービスのバリュー購入サイトへのログインペー
ジの画面である。図２６（ａ）の画面には、バリュー購入サイトへの接続を歓迎する旨の
文章と、バリュー購入サイトへログインするためのリンクである「ログイン」とが表示さ
れる。
【０１９２】
　図２６（ａ）の画面で「ログイン」が選択されると、この携帯電話１００が電子マネー
遊技使用サービスに登録された携帯電話であるか否かが判断される。登録された携帯電話
である場合は、電子マネー管理サーバ２００の請求情報作成ＡＰ２１２にチャージ要求情
報が送信される。一方、登録されていない携帯電話である場合は、図２６（ｂ）の画面が
表示される。
【０１９３】
　図２６（ｂ）の画面には、電子マネー遊技使用サービスに登録されていない携帯電話で
ある旨の文章と、バリュー購入サイトからログアウトするためのリンクである「ログアウ
ト」とが表示される。図２６（ｂ）の画面で「ログアウト」のリンクが選択されると、携
帯電話１００の画面が待受け画面になる。
【０１９４】
　図７は、本実施の形態における電子マネー管理サーバ２００により実行される請求情報
作成アプリケーションプログラム２１２の処理の流れを示すフローチャートである。
【０１９５】
　図７を参照して、まず、ステップＳ２４０で、データ処理部２１０は、携帯電話１００
からチャージ要求情報を受信したか否かを判断する。チャージ要求情報を受信していない
と判断した場合（ステップＳ２４０でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ
２４０を繰返す。
【０１９６】
　一方、図２６（ａ）で「ログイン」のリンクが選択され、携帯電話１００が電子マネー
遊技使用サービスに登録された携帯電話であることを条件に携帯電話１００から送信され
てきたチャージ要求情報を受信したと判断した場合（ステップＳ２４０でＹＥＳの場合）
、データ処理部２１０は、ステップＳ２４１で、購入済みであるが携帯電話１００にチャ
ージされていない未チャージバリューがあるか否かを判断する。
【０１９７】
　未チャージバリューがあると判断した場合（ステップＳ２４１でＹＥＳの場合）、デー
タ処理部２１０は、ステップＳ２４２で、チャージ誘導画面を携帯電話１００に送信し、
実行する処理をステップＳ２４０に戻す。一方、未チャージバリューがないと判断した場
合（ステップＳ２４２でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ２４３で、チ
ャージ金額選択画面を携帯電話１００に送信し、実行する処理をステップＳ２４４に進め
る。
【０１９８】
　図２６に進んで、図２６（ｃ）は、ステップＳ２４２で送信されるチャージ誘導画面で
ある。図２６（ｃ）の画面には、未チャージのバリューがあるので、チャージを促がす旨
の文章と、未チャージのバリューをチャージするためのＵＲＬを示すリンクと、バリュー
購入サイトからログアウトするためのリンクである「ログアウト」とが表示される。
【０１９９】
　図２７は、本実施の形態における電子マネーシステム１０において携帯電話１００にバ
リューをチャージするときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第３の表示画面
図である。
【０２００】
　図２７（ａ）は、ステップＳ２４３で表示されるチャージ金額選択画面である。図２７
（ａ）の画面には、購入してチャージを希望するバリューの金額の選択を促がす旨の文章
と、チャージの限度額に関する文章と、チャージ希望金額の選択肢と対をなしたラジオボ
タンと、選択されたバリューの購入希望金額の送信を指示するためのリンクである「送信
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」が表示される。
【０２０１】
　図１０に戻って、図２７（ａ）の画面で、チャージ希望金額と対をなすラジオボタンが
選択され、「送信」のリンクが選択されると、ステップＳ１７３で、携帯電話１００のデ
ータ処理部１１０は、購入しチャージを希望するバリューの金額が受付けられたか否かを
判断する。購入金額が未だ受付けられていないと判断した場合（ステップＳ１７３でＮＯ
の場合）、データ処理部１１０は、ステップＳ１７３を繰返す。
【０２０２】
　一方、購入金額が受付けられたと判断した場合（ステップＳ１７３でＹＥＳの場合）、
データ処理部１１０は、ステップＳ１７４で、その日に購入したバリューの金額の積算額
である当日積算額に、受付けられた購入希望金額の受付額を加算した額が３００００円以
下であるか否かを判断する。
【０２０３】
　３００００円以下でないと判断した場合（ステップＳ１７４でＮＯの場合）、データ処
理部１１０は、ステップＳ１７５で、当日積算額が上限を超えるのでバリューの購入が不
可である旨の情報および携帯ＩＤを含む積算額上限購入不可情報を電子マネー管理サーバ
２００の請求情報作成ＡＰ２１２に送信する。
【０２０４】
　一方、３００００円以下であると判断した場合（ステップＳ１７４でＹＥＳの場合）、
データ処理部１１０は、ステップＳ１７６で、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２
に記憶されたバリュー残高を取得する。そして、データ処理部１１０は、ステップＳ１７
７で、ステップＳ１７３で受付けられた購入希望金額の受付額をバリュー残高に加算した
額が４００００円以下であるか否かを判断する。
【０２０５】
　４００００円以下でないと判断した場合（ステップＳ１７７でＮＯの場合）、データ処
理部１１０は、ステップＳ１７８で、チャージ残高が上限を超えるのでバリューの購入が
不可である旨の情報および携帯ＩＤを含む残高上限購入不可情報を電子マネー管理サーバ
２００の請求情報作成ＡＰ２１２に送信する。
【０２０６】
　一方、４００００円以下であると判断した場合（ステップＳ１７７でＹＥＳの場合）、
データ処理部１１０は、ステップＳ１７９で、当日積算額に購入希望金額の受付額を加算
する。そして、データ処理部１１０は、ステップＳ１８０で、購入希望金額の受付額を特
定可能な情報および携帯ＩＤを含んだ購入要求情報を電子マネー管理サーバ２００の請求
情報作成ＡＰ２１２に送信する。
【０２０７】
　以後、携帯電話１００のデータ処理部１１０は、ステップＳ１８１で、電子マネー管理
サーバ２００から所定の画面を受信し、ステップＳ１８２で、電子マネーアプリ１１１を
終了させて、携帯電話１００のウェブブラウザを起動させ、ステップＳ１８１で受信した
画面を表示させる。そして、ウェブブラウザによる処理によって、リンクの選択に応じて
順次リンク先の画面が表示される。
【０２０８】
　図７に戻って、ステップＳ２４４で、データ処理部２１０は、積算額上限購入不可情報
または残高上限購入不可情報のいずれかの購入不可情報を受信したか否かを判断する。購
入不可情報を受信したと判断した場合（ステップＳ２４４でＹＥＳの場合）、ステップＳ
２４５で、電子マネー管理サーバ２００のデータ処理部２１０は、積算額上限購入不可情
報または残高上限購入不可情報のいずれを受信したかに応じた購入不可画面を携帯電話１
００に送信する。
【０２０９】
　図２７に進んで、図２７（ｂ）は、積算額が上限で購入が不可の場合の購入不可画面で
ある。図２７（ｂ）の画面には、その日の購入限度額が上限を超えているので購入のやり
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直しを促がす旨の文章と、１つ前の図２７（ａ）の画面に戻るためのリンクである「戻る
」と、バリュー購入サイトからログアウトするためのリンクである「ログアウト」とが表
示される。
【０２１０】
　図７に戻って、購入不可情報を受信していないと判断した場合（ステップＳ２４４でＮ
Ｏの場合）、ステップＳ２４６で、データ処理部２１０は、図２７（ａ）の画面で携帯電
話１００から送信された購入金額情報を受信したか否かを判断する。購入金額情報を受信
していないと判断した場合（ステップＳ２４６でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、
実行する処理をステップＳ２４４に戻す。
【０２１１】
　一方、購入金額情報を受信したと判断した場合（ステップＳ２４６でＹＥＳの場合）、
ステップＳ２４７で、データ処理部２１０は、受信したバリューの購入金額を確認するた
めの購入金額確認画面を携帯電話１００に送信する。
【０２１２】
　図２７に進んで、図２７（ｃ）は、購入金額確認画面である。図２７（ｃ）の画面には
、受信した購入金額の確認を求める旨の文章と、購入金額を確認して購入金額確認情報を
送信するためのリンクである「確認」と、１つ前の図２７（ａ）の画面に戻るためのリン
クである「金額選択画面へ戻る」とが表示される。
【０２１３】
　図７に戻って、ステップＳ２４８で、図２７（ｃ）の画面の「確認」が選択されること
によって携帯電話１００から送信されてきた購入金額確認情報を受信したか否かを判断す
る。購入金額確認情報を受信していないと判断した場合（ステップＳ２４８でＮＯの場合
）、データ処理部２１０は、ステップＳ２４８の処理を繰返す。
【０２１４】
　一方、購入金額確認情報を受信したと判断した場合（ステップＳ２４８でＹＥＳの場合
）、データ処理部２１０は、ステップＳ２４９で、受信した購入金額に応じた請求情報を
作成する。さらに、ステップＳ２４９で、データ処理部２１０は、携帯電話の携帯ＩＤと
、購入金額とを対応付けて発行情報ＤＢ２２２に記憶させる。そして、データ処理部２１
０は、ステップＳ２５０で、請求情報を金融機関サーバ５００に送信するための請求情報
送信画面とを携帯電話１００に送信する。
【０２１５】
　図２７に進んで、図２７（ｄ）は、ステップＳ２５０で携帯電話１００に送信される請
求情報送信画面である。図２７（ｄ）の画面には、モバイルバンキングでの対価の支払手
続に進める旨の文章と、利用するモバイルバンキングの金融機関の名称と、利用するモバ
イルバンキングに接続するためのリンクである「送信」と、金融機関を再登録するための
リンクである「金融機関変更の場合、金融機関未登録の場合はこちらを選択してください
。」とが表示される。
【０２１６】
　図２７（ｄ）の画面で「送信」が選択されると、ステップＳ２５０で電子マネー管理サ
ーバ２００から携帯電話１００に送信された請求情報が、金融機関サーバ５００に送信さ
れる。
【０２１７】
　図２８は、本実施の形態における電子マネーシステム１０において携帯電話１００にバ
リューをチャージするときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第４の表示画面
図である。
【０２１８】
　図２８（ａ）は、携帯電話１００から請求情報が受信されたことに応じて、金融機関サ
ーバ５００が携帯電話１００に送信する暗証番号入力画面である。図２８（ａ）の画面に
は、利用者ＩＤと第１暗証番号の入力を促がす旨の文章と、利用者ＩＤを入力するための
テキストボックスと、第１暗証番号を入力するためのテキストボックスと、入力された利
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用者ＩＤと第１暗証番号との金融機関サーバ５００への送信を指示するためのリンクであ
る「送信」とが表示される。
【０２１９】
　図２８（ａ）の画面でテキストボックスに利用者ＩＤと第１暗証番号が入力され、「送
信」のリンクが選択されると、図２８（ａ）のテキストボックスに入力された利用者ＩＤ
と第１暗証番号とが、携帯電話１００から金融機関サーバ５００に送信される。
【０２２０】
　図２８（ｂ）は、携帯電話１００から利用者ＩＤと第１暗証番号とが受信され、認証さ
れたことに応じて、金融機関サーバ５００が携帯電話１００に送信する支払内容確認画面
である。図２８（ｂ）の画面には、支払内容を確認を促がす旨の文章と、請求情報に含ま
れるデータである支払口座、口座種類、支払後残高、支払金額、収納機関名、お客様番号
、および、支払内容に関するデータの内容と、第２暗証番号を入力するためのテキストボ
ックスと、支払を指示するためのリンクである「支払」とが表示される。
【０２２１】
　図２８（ｂ）の画面でテキストボックスに第２暗証番号が入力され、「支払」のリンク
が選択されると、図２８（ｂ）のテキストボックスに入力された第２暗証番号が携帯電話
１００から金融機関サーバ５００に送信される。
【０２２２】
　図２８（ｃ）は、携帯電話１００から第２暗証番号が受信され、認証されたことに応じ
て、金融機関サーバ５００が携帯電話１００に送信する支払完了画面である。図２８（ｃ
）の画面には、支払が完了した旨の文章と、図２８（ｂ）の画面にも表示された支払口座
、口座種類、支払後残高、支払金額、収納機関名、お客様番号、および、支払内容に関す
るデータの内容と、メインメニューに戻るためのリンクである「メインメニューへ戻る」
と、バリュー購入サイトからログアウトするためのリンクである「ログアウト」とが表示
される。
【０２２３】
　図１に戻って、バリュー購入に対する決済が完了すると、金融機関サーバ５００から決
済サーバ２８０に、バリュー購入に対する決済が完了した旨の消し込み電文が送信される
。
【０２２４】
　決済サーバ２８０は、受信した消し込み電文を請求情報ＤＢ２８１に登録する。そして
、決済サーバ２８０は、受信した消し込み電文に対応する消し込み速報を電子マネー管理
サーバ２００のＩＣチップ書込ＡＰ２１３に送信する。また、決済サーバ２８０は、電子
マネー管理サーバ２００の発行情報ＤＢ２２２に消し込み速報を登録する。
【０２２５】
　図８は、本実施の形態における電子マネー管理サーバ２００により実行されるＩＣチッ
プ書込アプリケーションプログラム２１３の処理の流れを示すフローチャートである。
【０２２６】
　図８を参照して、まず、電子マネー管理サーバ２００のデータ処理部２１０は、ステッ
プＳ２５１で、決済サーバ２８０から消し込み速報を受信したか否かを判断することによ
って、バリュー購入に対する決済が完了したか否かを判断する。消し込み速報を受信して
いないと判断した場合（ステップＳ２５１でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、実行
する処理をステップＳ２５３に進める。
【０２２７】
　一方、消し込み速報を受信して、バリュー購入に対する決済が完了したと判断した場合
（ステップＳ２５１でＹＥＳの場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ２５２で、バ
リューを書込むためのＵＲＬを記載したチャージ案内メールを、受信した消し込み速報に
対応する携帯電話１００に送信する。
【０２２８】
　図２９は、本実施の形態における電子マネーシステム１０において携帯電話１００にバ
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リューをチャージするときに携帯電話１００の表示部１４０に表示される第５の表示画面
図である。
【０２２９】
　図２９（ａ）は、携帯電話１００の電子メール機能において、新着メッセージの件数を
示す画面である。ここでは、「メール　未読００１」の表示によって、新着の電子メール
のうち、未読のものが１件であることが示されている。
【０２３０】
　図２９（ａ）の画面で、「メール　未読００１」が選択されると、図２９（ｂ）のよう
に、ステップＳ２５２で、電子マネー管理サーバ２００から携帯電話１００に送信された
新着メールの内容が表示される。
【０２３１】
　図２９（ｂ）の電子メールには、バリューをチャージするためのウェブページへの書込
みＵＲＬを選択して購入されたバリューのチャージを促がす旨の文章、および、書込みＵ
ＲＬが記載されたリンクが表示される。図２９（ｂ）の画面で、書込みＵＲＬのリンクが
選択されると、書込みＵＲＬにアクセスされる。
【０２３２】
　図８に戻って、ステップＳ２５３で、電子マネー管理サーバ２００のデータ処理部２１
０は、携帯電話１００から書込みＵＲＬにアクセスがあったか否かを判断する。書込みＵ
ＲＬにアクセスがないと判断した場合（ステップＳ２５３でＮＯの場合）、データ処理部
２１０は、実行する処理をＳ２５１に戻す。一方、書込みＵＲＬにアクセスがあったと判
断した場合（ステップＳ２５３でＹＥＳの場合）、ステップＳ２５４で、データ処理部２
１０は、リモート発行サーバ４００に携帯端末情報を含むバリュー書込依頼情報を送信す
る。
【０２３３】
　リモート発行サーバ４００は、バリュー書込依頼情報に含まれる携帯端末情報で示され
る携帯電話１００の非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２の電子マネー遊技使用サー
ビス用の領域にバリューを記憶させるためのバリュー書込情報を、携帯端末情報で示され
る携帯電話１００に送信する。
【０２３４】
　図１０に進んで、図２９（ｂ）の画面で、書込みＵＲＬのリンクが選択されると、電子
マネーアプリ１１１が起動される。まず、ステップＳ１０１で携帯電話１００のデータ処
理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０からの起動であるか否かを判断する。
【０２３５】
　非接触型ＩＣチップ１９０からの起動であると判断した場合（ステップＳ１０１でＹＥ
Ｓの場合）、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１０２に進める。一方、
非接触型ＩＣチップ１９０からの起動でないと判断した場合（ステップＳ１０１でＮＯの
場合）、データ処理部１１０は、ステップＳ１１１で、この電子マネーアプリ１１１がこ
の携帯電話１００で初めて起動されるか否かを判断する。
【０２３６】
　初回起動であると判断した場合（ステップＳ１１１でＹＥＳの場合）は、前述したよう
に、ステップＳ１１２からステップＳ１２４の処理が実行される。一方、初回起動でない
と判断した場合（ステップＳ１１１でＮＯの場合）、データ処理部１１０は、ステップＳ
１３１で、リモート発行サーバ４００からバリュー書込情報を受信したか否かを判断する
。
【０２３７】
　バリュー書込情報を受信したと判断した場合（ステップＳ１３１でＹＥＳの場合）、ス
テップＳ１３２で、データ処理部１１０は、受信したバリュー書込情報で示されるバリュ
ーを、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２の電子マネー遊技使用サービス用の領域
に書込む。
【０２３８】
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　そして、ステップＳ１３３で、データ処理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０への
バリューの書込み履歴を更新して、携帯電話１００の記憶部１２０の不揮発性メモリに記
憶させる。
【０２３９】
　次いで、ステップＳ１３４で、データ処理部１１０は、バリュー残高を非接触型ＩＣチ
ップ１９０の記憶部１９２から取得する。そして、ステップＳ１３５で、データ処理部１
１０は、取得したバリュー残高を暗号化し、記憶部１２０の不揮発性メモリに記憶させる
。その後、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１３６に進める。
【０２４０】
　ステップＳ１３６では、データ処理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１
９２の電子マネー遊技使用サービス用の領域からバリュー残高を取得する。そして、ステ
ップＳ１３７で、データ処理部１１０は、電子マネーアプリ１１１の初期画面を表示部１
４０に表示させる。その後、データ処理部１１０は、実行する処理をステップＳ１４１に
進める。
【０２４１】
　図２９（ｃ）の画面は、ステップＳ１３７で表示される初期画面である。図２９（ｃ）
の画面は、図２４（ａ）の画面と同様であるので、説明は繰返さない。ただし、非接触型
ＩＣチップ１９０に記憶されているバリューの残高が、図２４（ａ）の画面では、０円で
あるのに対して、図２９（ｃ）の画面では、１１０００円である。
【０２４２】
　（電子マネーシステム１０での未チャージのバリューのチャージの説明）
　図１１に戻って、携帯電話１００のデータ処理部１１０は、ステップＳ１４３で、バリ
ューのチャージが選択されたか否かを判断する。図２９（ｃ）の画面で「ＩＣチップへの
購入バリューのチャージ」のリンクが選択されると、データ処理部１１０は、ステップＳ
１４３で、バリューのチャージが選択されたと判断し、ステップＳ１４４で、未チャージ
バリューを電子マネー管理サーバ２００に問合わせるための未チャージバリュー問合せ情
報および携帯ＩＤを、電子マネー管理サーバ２００に送信する。
【０２４３】
　電子マネー管理サーバ２００は、携帯電話１００から未チャージバリュー問合せ情報を
受信すると、ステップＳ２４１と同様に、購入済で未チャージのバリューがあるか否かを
判断し、未チャージのバリューがあると判断した場合は、ステップＳ２５２で説明したチ
ャージ案内メールを携帯電話１００に再送信する。
【０２４４】
　そして、携帯電話１００での図２９（ａ）、図２９（ｂ）の画面の表示を経て、図８で
説明したように、ステップＳ２５４で、電子マネー管理サーバ２００のデータ処理部２１
０によって、リモート発行サーバ４００にバリュー書込依頼情報が送信される。そして、
リモート発行サーバ４００によって、バリュー書込情報が携帯電話１００に送信される。
【０２４５】
　図１１に戻って、携帯電話１００のデータ処理部１１０は、ステップＳ１５１で、リモ
ート発行サーバ４００からバリュー書込情報を受信したと判断し、ステップＳ１５２から
ステップＳ１５５までの処理を実行する。ここで、ステップＳ１５２からステップＳ１５
５までの処理は、前述したステップＳ１３２からステップＳ１３５までの処理と同様であ
るので、説明は繰返さない。
【０２４６】
　ステップＳ１５５の後、データ処理部１１０は、前述した図２９（ｃ）の画面で示すよ
うに、バリュー残高を更新表示する。
【０２４７】
　（電子マネーシステム１０でのバリューのチャージ履歴の表示の説明）
　図１１に戻って、携帯電話１００のデータ処理部１１０は、ステップＳ１６１で、図２
９（ｃ）の画面で、バリューのチャージの「履歴表示」のリンクが選択されたか否かを判
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断する。
【０２４８】
　履歴表示が選択されたと判断した場合（ステップＳ１６１でＹＥＳの場合）、データ処
理部１１０は、ステップＳ１６２で、ステップＳ１３３やステップＳ１５３で記憶部１２
０の不揮発性メモリに記憶された書込み履歴を読出し、表示部１４０に表示させる。
【０２４９】
　（電子マネーシステム１０でのバリューの使用の説明）
　図１２は、本実施の形態における券売機３００で実行される発券処理の流れを示すフロ
ーチャートである。図１２を参照して、まず、ステップＳ３１０で、券売機３００のデー
タ処理部３１０は、不正登録処理を実行する。
【０２５０】
　図１３は、本実施の形態における券売機３００で実行される不正登録処理の流れを示す
フローチャートである。図１３を参照して、データ処理部３１０は、ステップＳ３１１で
、電子マネー管理サーバ２００の残額管理ＡＰ２１４から店舗サーバ８００を介して、携
帯使用禁止情報を受信したか否かを判断する。
【０２５１】
　携帯使用禁止情報とは、遊技場３０においてすべての携帯電話１００でのバリューの使
用を禁止させることを指示するための情報である。携帯使用禁止情報を送信する処理につ
いては、後述する図９および図１７で説明する。
【０２５２】
　携帯使用禁止情報を受信したと判断した場合（ステップＳ３１１でＹＥＳの場合）、デ
ータ処理部３１０は、ステップＳ３１２で、携帯使用禁止情報を記憶部３２０に記憶させ
る。ステップＳ３１２の後、データ処理部３１０は、実行する処理をステップＳ３１３に
進める。一方、携帯使用禁止情報を受信していないと判断した場合（ステップＳ３１１で
ＮＯの場合）、データ処理部３１０は、実行する処理をステップＳ３１３に進める。
【０２５３】
　ステップＳ３１３では、データ処理部３１０は、電子マネー管理サーバ２００の残額管
理ＡＰ２１４から店舗サーバ８００を介して、不正端末情報を受信したか否かを判断する
。
【０２５４】
　不正端末情報は、携帯ＩＤを含み、携帯ＩＤで示される携帯電話１００でのバリューの
使用を禁止させることを指示するための情報である。不正端末情報を送信する処理につい
ては、後述する図９および図１７で説明する。
【０２５５】
　不正端末情報を受信したと判断した場合（ステップＳ３１３でＹＥＳの場合）、データ
処理部３１０は、ステップＳ３１４で、不正端末情報を記憶部３２０に記憶させる。ステ
ップＳ３１４の後、データ処理部３１０は、実行する処理をこの不正登録処理の呼出元の
処理である図１２の発券処理に戻す。一方、不正端末情報を受信していないと判断した場
合（ステップＳ３１３でＮＯの場合）、データ処理部３１０は、実行する処理を図１２の
発券処理に戻す。
【０２５６】
　図１２に戻って、次に、データ処理部３１０は、ステップＳ３２０で、投入額加算処理
を実行する。
【０２５７】
　図１４は、本実施の形態における券売機３００で実行される投入額加算処理の流れを示
すフローチャートである。図１４を参照して、まず、ステップＳ３２１で、データ処理部
３１０は、貨幣処理機３８０から現金が投入された旨の現金投入信号を受信したか否かを
判断する。
【０２５８】
　現金投入信号を受信していないと判断した場合（ステップＳ３２１でＮＯの場合）、デ
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ータ処理部３１０は、ステップＳ３２２で、図１３の不正登録処理で携帯使用禁止情報が
記憶部３２０に記憶されたか否かを判断する。つまり、すべての携帯電話１００でのバリ
ューの使用が禁止されているか否かを判断する。
【０２５９】
　すべての携帯電話１００でのバリューの使用が禁止されていない場合（ステップＳ３２
２でＮＯの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３２３で、チップリーダライタ３
９０によって携帯電話１００の非接触型ＩＣチップ１９０からバリュー残高が読込まれた
か否かを判断する。
【０２６０】
　携帯電話１００からバリュー残高が読込まれたと判断した場合（ステップＳ３２３でＹ
ＥＳの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３２４で、バリュー残高とともに読込
まれた携帯ＩＤが図１３の不正登録処理で記憶部３２０に記憶された不正端末情報により
示される携帯ＩＤであるか否かを判断する。つまり、不正な携帯電話１００であるか否か
を判断する。
【０２６１】
　不正携帯電話でないと判断した場合（ステップＳ３２４でＮＯの場合）、データ処理部
３１０は、ステップＳ３２５で、バリュー残高を携帯電話１００から重複して読込んでい
るか否かを判断する。
【０２６２】
　重複読込でないと判断した場合（ステップＳ３２５でＮＯの場合）、データ処理部３１
０は、ステップＳ３２６で、読込んだバリュー残高を投入額に加算する。この投入額は、
バリューと現金との合計の投入された額である。その後、データ処理部３１０は、実行す
る処理をステップＳ３３０に進める。
【０２６３】
　一方、すべての携帯電話１００でのバリューの使用が禁止されている場合（ステップＳ
３２２でＹＥＳの場合）、携帯電話１００からバリュー残高が読込まれていないと判断さ
れた場合（ステップＳ３２３でＮＯの場合）、不正携帯電話であると判断された場合（ス
テップＳ３２４でＹＥＳの場合）、または、重複読込であると判断した場合、データ処理
部３１０は、実行する処理を、この投入額加算処理の呼出元の処理である発券処理に戻す
。
【０２６４】
　また、現金投入信号を受信したと判断した場合（ステップＳ３２１でＹＥＳの場合）、
ステップＳ３２７で、データ処理部３１０は、貨幣処理機３８０から現金カウント信号を
受信して、現金カウント信号で示される現金の額をカウントする。
【０２６５】
　そして、ステップＳ３２８で、データ処理部３１０は、現金のカウント額を現金投入額
に加算する。この現金投入額は、現金のみの投入された額である。さらに、ステップＳ３
２９で、データ処理部３１０は、現金のカウント額を投入額に加算する。その後、データ
処理部３１０は、実行する処理をステップＳ３３０に進める。
【０２６６】
　ステップＳ３３０では、データ処理部３１０は、操作部３３０の金額ボタンのうち、投
入額以下の金額ボタンに設けられているランプを点灯させるように制御する。その後、デ
ータ処理部３１０は、実行する処理を、この投入額加算処理の呼出元の処理である発券処
理に戻す。
【０２６７】
　図１２に戻って、ステップＳ３４１で、データ処理部３１０は、図１４の投入額加算処
理のステップＳ３３０で点灯された金額ボタンが操作されたことを示す操作信号を操作部
３３０から受信したか否かを判断する。つまり、投入額以下の金額ボタンが操作されたか
否かを判断する。投入額以下の金額ボタンが操作されていないと判断した場合（ステップ
Ｓ３４１でＮＯの場合）、データ処理部３１０は、実行する処理をステップＳ３１０に戻
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す。
【０２６８】
　一方、投入額以下の金額ボタンが操作されたと判断した場合（ステップＳ３４１でＹＥ
Ｓの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３４２で、操作信号で示される金額ボタ
ンの金額から現金投入額を減算したものを引落額として算出する。引落額は、操作された
金額ボタンの金額と比較した現金投入額の不足額を示す。
【０２６９】
　次に、データ処理部３１０は、ステップＳ３４３で、引落額がプラスであるか否かを判
断する。つまり、操作された金額ボタンの金額と比較して現金投入額が不足しているか否
かを判断する。
【０２７０】
　操作された金額ボタンの金額と比較して現金投入額が不足していない場合（ステップＳ
３４３でＮＯの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３４４で、引落額が０である
か否かを判断する。つまり、操作された金額ボタンの金額と比較して現金投入額が等しい
か多いかを判断する。
【０２７１】
　操作された金額ボタンの金額と比較して現金投入額が多い場合（ステップＳ３４４でＮ
Ｏの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３４５で、引落額の絶対値の額の現金を
返金するよう貨幣処理機３８０を制御する。その後、データ処理部３１０は、実行する処
理をステップＳ３６１に進める。
【０２７２】
　一方、操作された金額ボタンの金額と比較して現金投入額が等しい場合（ステップＳ３
４４でＹＥＳの場合）、データ処理部３１０は、実行する処理をステップＳ３６１に進め
る。
【０２７３】
　また、操作された金額ボタンの金額と比較して現金投入額が不足している場合（ステッ
プＳ３４３でＹＥＳの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３５１で、携帯電話１
００の非接触型ＩＣチップ１９０をチップリーダライタ３９０にかざす旨を表示部３４０
に表示させる。
【０２７４】
　次に、ステップＳ３５２で、データ処理部３１０は、チップリーダライタ３９０から非
接触型ＩＣチップ１９０を検出したことを示す検出信号を受信したか否かを判断する。非
接触型ＩＣチップ１９０の検出信号を受信していないと判断した場合（ステップＳ３５２
でＮＯの場合）、データ処理部３１０は、実行する処理をステップＳ３１０に戻す。
【０２７５】
　一方、非接触型ＩＣチップ１９０の検出信号を受信したと判断した場合（ステップＳ３
５３でＹＥＳの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３５３で、非接触型ＩＣチッ
プ１９０からバリュー残高を読込むように、チップリーダライタ３９０を制御する。
【０２７６】
　次いで、データ処理部３１０は、ステップＳ３５４で、バリュー残高が所定個数の貸球
相当の額以上であるか否かを判断する。バリュー残高が所定個数の貸球相当の額以上でな
いと判断した場合（ステップＳ３５４でＮＯの場合）、データ処理部３１０は、実行する
処理をステップＳ３１０に戻す。
【０２７７】
　一方、バリュー残高が所定個数の貸球相当の額以上であると判断した場合（ステップＳ
３５４でＹＥＳの場合）、データ処理部３１０は、ステップＳ３５５で、携帯電話１００
の非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２から引落額相当のバリューを減算するよう、
チップリーダライタ３９０を制御する。
【０２７８】
　具体的には、データ処理部３１０は、複数種類の電子マネーのうちバリューを引落対象
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として指定する電子マネー識別情報と、引落額相当のバリューを減算する旨を示す減算額
情報とを含む引落要求信号を携帯電話１００に送信するように非接触通信部３９３を制御
する旨の減算制御コマンドをチップリーダライタ３９０の制御部３９１に送信する。チッ
プリーダライタ３９０の制御部３９１は、減算制御コマンドに応じて、引落要求信号を携
帯電話１００に送信するよう非接触通信部３９３を制御する。
【０２７９】
　そして、チップリーダライタの制御部３９１は、携帯電話１００からの減算終了信号の
受信に応じて、減算が終了した旨の減算終了コマンドをデータ処理部３１０に送信する。
データ処理部３１０は、減算終了コマンドを受信すると、引落額相当のバリューの減算が
終了したと判断する。その後、データ処理部３１０は、実行する処理をステップＳ３６１
に進める。
【０２８０】
　なお、減算終了コマンドが受信されない場合、データ処理部３１０は、実行する処理を
ステップＳ３１０に戻すようにしてもよい。
【０２８１】
　ステップＳ３６１では、データ処理部３１０は、発券するプリペイドカード３７１のカ
ードＩＤ、購入に用いた現金額、購入に用いた携帯電話１００の携帯ＩＤ、および、購入
に用いたバリューの額をそれぞれ特定する情報を含む取引情報を店舗サーバ８００に送信
する。
【０２８２】
　次に、ステップＳ３６２で、データ処理部３１０は、操作された金額ボタンの額のプリ
ペイドカード３７１を発券するよう、カードリーダライタ３７０を制御する。そして、デ
ータ処理部３１０は、ステップＳ３６３で、現金投入額、投入額、および、引落額をリセ
ットして、実行する処理をステップＳ３１０に戻す。
【０２８３】
　図１０に戻って、非接触型ＩＣチップ１９０からバリューが減算されると、非接触型Ｉ
Ｃチップの制御部１９１は、電子マネーアプリ１１１を起動させることをデータ処理部１
１０に要求する。これに応じて、データ処理部１１０は、電子マネーアプリ１１１を起動
させる。
【０２８４】
　ステップＳ１０１で、データ処理部１１０は、非接触型ＩＣチップ１９０からの起動で
あると判断し、ステップＳ１０２で、非接触型ＩＣチップ１９０から券売機３００のチッ
プリーダライタ３９０に送信される信号であってバリューの減算が終了した旨の減算終了
信号の送信が完了したか否かを判断する。
【０２８５】
　減算終了信号の送信が完了していないと判断した場合（ステップＳ１０２でＮＯの場合
）、データ処理部１１０は、ステップＳ１０２の処理を繰返す。一方、減算終了信号の送
信が完了したと判断した場合（ステップＳ１０２でＹＥＳの場合）、データ処理部１１０
は、ステップＳ１０３で、バリュー残高を非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２から
取得する。
【０２８６】
　次いで、ステップＳ１０４で、データ処理部１１０は、取得したバリュー残高を公開鍵
暗号方式の公開鍵で暗号化し、記憶部１２０の不揮発性メモリに記憶させる。その後、デ
ータ処理部１１０は、この電子マネーアプリ１１１を終了させる。
【０２８７】
　なお、公開鍵に対応する秘密鍵は、電子マネー管理サーバ２００の記憶部２２０に記憶
されている。また、公開鍵は、利用者登録ＡＰ２１１のステップＳ２２８で電子マネーア
プリ１１１が携帯電話１００に送信されるときに併せて、携帯電話１００に送信される。
【０２８８】
　図１５は、本実施の形態におけるカードユニット６００で実行される球貸処理の流れを
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示すフローチャートである。図１５を参照して、まず、ステップＳ６００で、カードユニ
ット６００のデータ処理部６１０は、ユニット不正登録処理を実行する。
【０２８９】
　図１６は、本実施の形態におけるカードユニット６００で実行されるユニット不正登録
処理の流れを示すフローチャートである。図１６を参照して、ステップＳ６０１で、デー
タ処理部６１０は、電子マネー管理サーバ２００の残額管理ＡＰ２１４から店舗サーバ８
００を介して、不正カードＩＤを受信したか否かを判断する。
【０２９０】
　不正カードＩＤは、不正な携帯電話１００で購入されたプリペイドカード３７１を識別
するためのＩＤである。不正カードＩＤを送信する処理については、後述する図９および
図１７で説明する。
【０２９１】
　不正カードＩＤを受信したと判断した場合（ステップＳ６０１でＹＥＳの場合）、デー
タ処理部６１０は、ステップＳ６０２で、不正カードＩＤを記憶部６２０に記憶させる。
ステップＳ６０２の後、データ処理部６１０は、実行する処理をこのユニット不正登録処
理の呼出元の処理である図１５の球貸処理に戻す。一方、不正カードＩＤを受信していな
いと判断した場合（ステップＳ６０１でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、実行する
処理を図１５の球貸処理に戻す。
【０２９２】
　図１５に戻って、次に、データ処理部６１０は、ステップＳ６１１で、カードリーダラ
イタ６７０からプリペイドカード３７１が投入されたことを示す投入信号を受信したか否
かを判断する。
【０２９３】
　投入信号を受信していないと判断した場合（ステップＳ６１１でＮＯの場合）、データ
処理部６１０は、ステップＳ６１１の処理を繰返す。一方、投入信号を受信したと判断し
た場合（ステップＳ６１１でＹＥＳの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６１２
で、カードリーダライタ６７０から、投入されたプリペイドカード３７１のカードＩＤが
、記憶部６２０に記憶された不正カードＩＤと同じであることを示す不正カード信号を受
信したか否かを判断する。
【０２９４】
　不正カード信号を受信したと判断した場合（ステップＳ６１２でＹＥＳの場合）、デー
タ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６３２に進める。一方、不正カード信号を
受信していないと判断した場合（ステップＳ６１２でＮＯの場合）、データ処理部６１０
は、ステップＳ６１３で、カードリーダライタ６７０によって読込まれたプリペイドカー
ド３７１に記録されたプリペイドの残高を、カードリーダライタ６７０から受信する。
【０２９５】
　次に、ステップＳ６１４で、データ処理部６１０は、受信した残高が所定個数の貸球相
当以上であるか否かを判断する。残高が所定貸球相当以上でないと判断した場合（ステッ
プＳ６１４でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６３２に
進める。
【０２９６】
　一方、残高が所定貸球相当以上であると判断した場合（ステップＳ６１４でＹＥＳの場
合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６１５で、球貸ボタン６３１から球貸操作信号
を受信したか否かを判断する。球貸操作信号を受信していないと判断した場合（ステップ
Ｓ６１５でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６３１に進
める。
【０２９７】
　一方、球貸操作信号を受信したと判断した場合（ステップＳ６１５でＹＥＳの場合）、
データ処理部６１０は、ステップＳ６１６で、プリペイドカード３７１の残高から所定貸
球相当の対価を減算する。次に、データ処理部６１０は、ステップＳ６１７で、減算した
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残高をプリペイドカード３７１に書込むよう、カードリーダライタ６７０を制御する。
【０２９８】
　次いで、ステップＳ６１８で、データ処理部６１０は、所定個数の遊技球の払出しを要
求するための球貸信号をパチンコ遊技機７００に送信する。この球貸信号に応じて、パチ
ンコ遊技機７００は、所定個数の遊技球を払出す。遊技者は、払出された遊技球を用いて
パチンコ遊技を行なうことができる。その後、データ処理部６１０は、実行する処理をス
テップＳ６３１に進める。
【０２９９】
　ステップＳ６３１では、データ処理部６１０は、返却ボタン６３２から返却操作信号を
受信したか否かを判断する。返却操作信号を受信していないと判断した場合（ステップＳ
６３１でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６１４に戻す
。
【０３００】
　一方、返却操作信号を受信したと判断した場合（ステップＳ６３１でＹＥＳの場合）、
データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６３２に進める。
【０３０１】
　ステップＳ６３２では、データ処理部６１０は、プリペイドカード３７１から読込まれ
た残高をリセットする。次に、ステップＳ６３３で、データ処理部６１０は、プリペイド
カード３７１を返却するように、カードリーダライタ６７０を制御する。その後、データ
処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６００に戻す。
【０３０２】
　図９は、本実施の形態における電子マネー管理サーバ２００により実行される残額管理
アプリケーションプログラム２１４の処理の流れを示すフローチャートである。
【０３０３】
　図９を参照して、まず、ステップＳ２６１で、電子マネー管理サーバ２００のデータ処
理部２１０は、発行情報ＤＢ２２２に更新されたチャージ情報があるか否かを判断する。
チャージ情報は、チャージされたバリューの額と、チャージされた携帯電話１００の携帯
ＩＤとを少なくとも含む。
【０３０４】
　更新されたチャージ情報があると判断した場合（ステップＳ２６１でＹＥＳの場合）、
データ処理部２１０は、ステップＳ２６２で、チャージされた携帯電話１００の携帯ＩＤ
ごとに、チャージされたバリューの額を算出残額に加算する。
【０３０５】
　ステップＳ２６２の後、または、更新されたチャージ情報がないと判断した場合（ステ
ップＳ２６１でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ２６３で、店舗サーバ
８００から取引情報を受信したか否かを判断する。取引情報を受信した場合（ステップＳ
２６３でＹＥＳの場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ２６４で、取引情報に含ま
れる携帯ＩＤに応じた算出残額から、取引情報に含まれるバリューの取引額を減算する。
【０３０６】
　ステップＳ２６４の後、または、取引情報を受信していないと判断した場合（ステップ
Ｓ２６３でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ２７１で、残額チェック時
間になったか否かを判断する。残額チェック時間は、チャージ情報の更新や、取引情報の
受信があまりない時間が好ましく、たとえば、午前３時である。
【０３０７】
　残額チェック時間になったと判断した場合（ステップＳ２７１でＹＥＳの場合）、デー
タ処理部２１０は、ステップＳ２７２で、電子マネー遊技使用サービスに登録されている
すべての携帯電話１００に、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２に記憶されている
バリューの残高の送信の要求である残高取得要求情報を送信する。
【０３０８】
　そして、ステップＳ２７３で、データ処理部２１０は、携帯電話１００から暗号化され
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たバリューの残高を示す情報を受信したか否かを判断する。バリュー残高を受信していな
いと判断した場合（ステップＳ２７３でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、ステップ
Ｓ２７３の処理を繰返す。
【０３０９】
　一方、バリュー残高を受信したと判断した場合（ステップＳ２７３でＹＥＳの場合）、
データ処理部２１０は、ステップＳ２７４で、受信した暗号化されたバリュー残高を取得
残高として復号する。そして、そのバリュー残高を送信してきた携帯電話１００の携帯Ｉ
Ｄと復号された取得残高とを対応付けて、記憶部２２０に記憶させる。
【０３１０】
　次に、データ処理部２１０は、ステップＳ２７７で、ステップＳ２７４で復号された取
得残高から、ステップＳ２６２およびステップＳ２６４で算出された算出残額を減算し、
減算された額が所定額より多い携帯電話１００があるか否かを判断する。減算された額が
所定額より多い携帯電話１００があると判断した場合（ステップＳ２７７でＹＥＳの場合
）、ステップＳ２７８で、データ処理部２１０は、その携帯電話１００の不正回数を１回
加算する。
【０３１１】
　ステップＳ２７８の後、残額チェック時間でないと判断された場合（ステップＳ２７１
でＮＯの場合）、または、減算された額が所定額より多い携帯電話１００がないと判断し
た場合（ステップＳ２７７でＮＯの場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ２８１で
、算出残額がマイナスの携帯電話があるか否かを判断する。
【０３１２】
　算出残額がマイナスの携帯電話１００があると判断した場合（ステップＳ２８１でＹＥ
Ｓの場合）、ステップＳ２８２で、データ処理部２１０は、その携帯電話１００の不正回
数を１回加算する。
【０３１３】
　ステップＳ２８２の後、または、算出残額がマイナスの携帯電話１００がないと判断し
た場合（ステップＳ２８１でＮＯの場合）、ステップＳ２８３で、データ処理部２１０は
、不正回数が１回の携帯電話１００があるか否かを判断する。
【０３１４】
　不正回数１回の携帯電話１００があると判断した場合（ステップＳ２８３でＹＥＳの場
合）、ステップＳ２８４で、データ処理部２１０は、その携帯電話１００の携帯ＩＤに対
応するカードＩＤをカードユニット６００に登録する旨、および、その携帯電話１００の
携帯ＩＤを含む不正媒体情報を遊技場３０側に送信する。
【０３１５】
　ステップＳ２８４の後、または、不正回数１回の携帯電話１００がないと判断した場合
（ステップＳ２８３でＮＯの場合）、ステップＳ２８５で、データ処理部２１０は、不正
回数が２回の携帯電話１００があるか否かを判断する。
【０３１６】
　不正回数２回の携帯電話１００があると判断した場合（ステップＳ２８５でＹＥＳの場
合）、ステップＳ２８６で、データ処理部２１０は、その携帯電話１００の携帯ＩＤを券
売機３００に登録する旨、および、その携帯電話１００の携帯ＩＤを含む不正端末情報を
遊技場３０側に送信する。また、ステップＳ２８７で、データ処理部２１０は、不正端末
情報を他の遊技場側にも送信する。
【０３１７】
　ステップＳ２８７の後、または、不正回数２回の携帯電話１００がないと判断した場合
（ステップＳ２８５でＮＯの場合）、ステップＳ２８８で、データ処理部２１０は、不正
回数が３回以上の携帯電話１００があるか否かを判断する。
【０３１８】
　不正回数３回以上の携帯電話１００があると判断した場合（ステップＳ２８８でＹＥＳ
の場合）、ステップＳ２８９で、データ処理部２１０は、携帯使用禁止情報を遊技場３０
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側に送信する。その後、データ処理部２１０は、実行する処理をステップＳ２６１に戻す
。
【０３１９】
　図１１に戻って、残高管理ＡＰ２１４のステップＳ２７２で、電子マネー管理サーバ２
００から残高取得要求が送信されてくると、ステップＳ１４１で、データ処理部２１０は
、残高取得要求があったと判断し、ステップＳ１４２で、記憶部１２０の不揮発性メモリ
にバックアップされた暗号化されたバリュー残高および携帯ＩＤを電子マネー管理サーバ
２００に送信する。
【０３２０】
　図１７は、本実施の形態における店舗サーバ８００で実行される店舗サーバ処理の流れ
を示すフローチャートである。図１７を参照して、店舗サーバ８００のデータ処理部は、
ステップＳ８１１で、券売機３００から取引情報を受信したか否かを判断する。
【０３２１】
　取引情報を受信したと判断した場合（ステップＳ８１１でＹＥＳの場合）、店舗サーバ
８００のデータ処理部は、ステップＳ８１２で、携帯電話１００ごとに取引額を記憶部に
記憶させる。
【０３２２】
　ステップＳ８１２の後、または、取引情報を受信していないと判断した場合（ステップ
Ｓ８１１でＮＯの場合）、店舗サーバ８００のデータ処理部は、ステップＳ８１３で、電
子マネー管理サーバ２００の残高管理ＡＰ２１４へ取引情報を前回送信してから所定時間
経過したか否かを判断する。本実施の形態では、所定時間は、３時間である。
【０３２３】
　取引情報の前回送信から所定時間経過したと判断した場合（ステップＳ８１４でＹＥＳ
の場合）、店舗サーバ８００のデータ処理部は、ステップＳ８１４で、記憶部に記憶され
た前回送信後の携帯電話１００での取引情報を電子マネー管理サーバ２００の残高管理Ａ
Ｐ２１４に送信する。
【０３２４】
　ステップＳ８１４の後、または、取引情報の前回送信から所定時間経過していないと判
断した場合（ステップＳ８１４でＮＯの場合）、店舗サーバ８００のデータ処理部は、ス
テップＳ８２１で、携帯使用禁止情報を電子マネー管理サーバ２００の残高管理ＡＰ２１
４から受信したか否かを判断する。
【０３２５】
　携帯使用禁止情報を受信したと判断した場合（ステップＳ８２１でＹＥＳの場合）、店
舗サーバ８００のデータ処理部は、ステップＳ８２２で、携帯使用禁止情報を遊技場３０
内のすべての券売機３００に送信する。
【０３２６】
　ステップＳ８２２の後、または、携帯使用禁止情報を受信していないと判断した場合（
ステップＳ８２１でＮＯの場合）、店舗サーバ８００のデータ処理部は、ステップＳ８２
３で、不正端末情報を電子マネー管理サーバ２００の残高管理ＡＰ２１４から受信したか
否かを判断する。
【０３２７】
　不正端末情報を受信したと判断した場合（ステップＳ８２３でＹＥＳの場合）、店舗サ
ーバ８００のデータ処理部は、ステップＳ８２４で、不正端末情報を遊技場３０内のすべ
ての券売機３００に送信する。
【０３２８】
　ステップＳ８２４の後、または、不正端末情報を受信していないと判断した場合（ステ
ップＳ８２３でＮＯの場合）、店舗サーバ８００のデータ処理部は、ステップＳ８２５で
、不正媒体情報を電子マネー管理サーバ２００の残高管理ＡＰ２１４から受信したか否か
を判断する。
【０３２９】
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　不正媒体情報を受信したと判断した場合（ステップＳ８２５でＹＥＳの場合）、店舗サ
ーバ８００のデータ処理部は、ステップＳ８２６で、不正媒体情報に含まれる携帯ＩＤに
対応して記憶部に記憶しているカードＩＤを、遊技場３０内のすべてのカードユニット６
００に送信する。
【０３３０】
　ステップＳ８２６の後、または、不正媒体情報を受信していないと判断した場合（ステ
ップＳ８２５でＮＯの場合）、店舗サーバ８００のデータ処理部は、実行する処理をステ
ップＳ８１１に戻す。
【０３３１】
　［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態に係る電子マネーシステム１０Ａが、第１の実施の形態に係る電子マ
ネーシステム１０と異なる点は、遊技場３０Ａに設置される機器が遊技場３０に設置され
る機器と異なることである。このため、第２の実施の形態においては、第１の実施の形態
と異なる点について説明し、重複する説明は繰返さない。
【０３３２】
　図３０は、第２の実施の形態に係る電子マネーシステム１０Ａの構成の一例を示すブロ
ック図である。図３０を参照して、遊技場３０Ａに設置される機器には、カードユニット
６００Ａと、パチンコ遊技機７００と、店舗サーバ８００とが含まれる。カードユニット
６００Ａは、パチンコ遊技機７００に対応して設けられる。
【０３３３】
　カードユニット６００Ａは、ユーザからプリペイドカード３７１に記録されたプリペイ
ドデータやバリューを受けて、パチンコ遊技機７００に設けられた球貸ボタンの操作に応
じてパチンコ遊技に用いられた遊技球の価値に相当する額を、プリペイドデータまたはバ
リューから減算する。カードユニット６００Ａは、後述するようにチップリーダライタを
含み、携帯電話１００の非接触型ＩＣチップ１９０と通信することが可能である。
【０３３４】
　カードユニット６００Ａは、減算した価値に見合った遊技球を払出すことを指示する球
貸操作信号をパチンコ遊技機７００に送信する。カードユニット６００Ａは、パチンコ遊
技機７００に設けられた返却ボタン６３２の操作に応じて、プリペイドカード３７１を排
出する。
【０３３５】
　図３１は、第２の実施の形態に係るカードユニット６００Ａの構成の一例を示すブロッ
ク図である。図３１を参照して、第２の実施の形態に係るカードユニット６００Ａが、第
１の実施の形態に係るカードユニット６００と異なる点は、第２の実施の形態に係るカー
ドユニット６００Ａが第１の実施の形態に係るカードユニット６００の構成に加えて、チ
ップリーダライタ６９０を備えることである。チップリーダライタ６９０は、図４で説明
したチップリーダライタ３９０と同様であるので、説明は繰返さない。
【０３３６】
　図３２は、第２の実施の形態におけるカードユニット６００Ａで実行される球貸処理の
流れを示すフローチャートである。図３２を参照して、まず、ステップＳ６００Ａで、カ
ードユニット６００Ａのデータ処理部６１０は、ユニット不正登録処理を実行する。
【０３３７】
　図３３は、第２の実施の形態におけるカードユニット６００Ａで実行されるユニット不
正登録処理の流れを示すフローチャートである。図３３を参照して、ステップＳ６０１お
よびステップＳ６０２の処理は、図１６で説明したので、説明は繰返さない。
【０３３８】
　また、データ処理部６１０は、ステップＳ６０３で、電子マネー管理サーバ２００の残
額管理ＡＰ２１４から店舗サーバ８００を介して、携帯使用禁止情報を受信したか否かを
判断する。
【０３３９】
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　携帯使用禁止情報を受信したと判断した場合（ステップＳ６０３でＹＥＳの場合）、デ
ータ処理部６１０は、ステップＳ６０４で、携帯使用禁止情報を記憶部６２０に記憶させ
る。ステップＳ６０４の後、データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６０５に
進める。一方、携帯使用禁止情報を受信していないと判断した場合（ステップＳ６０３で
ＮＯの場合）、データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６０５に進める。
【０３４０】
　ステップＳ６０５では、データ処理部６１０は、電子マネー管理サーバ２００の残額管
理ＡＰ２１４から店舗サーバ８００を介して、不正端末情報を受信したか否かを判断する
。
【０３４１】
　不正端末情報を受信したと判断した場合（ステップＳ６０５でＹＥＳの場合）、データ
処理部６１０は、ステップＳ６０６で、不正端末情報を記憶部６２０に記憶させる。ステ
ップＳ６０６の後、データ処理部６１０は、実行する処理をこのユニット不正登録処理の
呼出元の処理である図３２の球貸処理に戻す。一方、不正端末情報を受信していないと判
断した場合（ステップＳ６０５でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、実行する処理を
図３２の球貸処理に戻す。
【０３４２】
　図３２に戻って、ステップＳ６１１からステップＳ６１８までの処理、および、ステッ
プＳ６３１からステップＳ６３３までの処理については図１５で説明したので、説明は繰
返さない。
【０３４３】
　カードリーダライタ６７０から投入信号を受信していないと判断した場合（ステップＳ
６１１でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６２１で、パチンコ遊技機７
００で球貸処理中であるか否かを判断する。
【０３４４】
　球貸処理中でないと判断した場合（ステップＳ６２１でＮＯの場合）、データ処理部６
１０は、ステップＳ６２２で、図３３のユニット不正登録処理で携帯使用禁止情報が記憶
部６２０に記憶されたか否かを判断する。つまり、すべての携帯電話１００でのバリュー
の使用が禁止されているか否かを判断する。
【０３４５】
　すべての携帯電話１００でのバリューの使用が禁止されていない場合（ステップＳ６２
２でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６２３で、チップリーダライタ６
９０から携帯電話１００の非接触型ＩＣチップ１９０を検出したことを示す検出信号を受
信したか否かを判断する。
【０３４６】
　非接触型ＩＣチップ１９０の検出信号を受信したと判断した場合（ステップＳ６２３で
ＹＥＳの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６２４で、検出された携帯電話１０
０の携帯ＩＤが図３３のユニット不正登録処理で記憶部６２０に記憶された不正端末情報
により示される携帯ＩＤであるか否かを判断する。つまり、不正な携帯電話１００である
か否かを判断する。
【０３４７】
　不正携帯電話でないと判断した場合（ステップＳ６２４でＮＯの場合）、データ処理部
６１０は、ステップＳ６２５で、非接触型ＩＣチップ１９０からバリュー残高を読込むよ
うに、チップリーダライタ６９０を制御する。
【０３４８】
　次いで、データ処理部６１０は、ステップＳ６２６で、バリュー残高が所定個数の貸球
相当の額以上であるか否かを判断する。バリュー残高が所定個数の貸球相当の額以上であ
ると判断した場合（ステップＳ６２６でＹＥＳの場合）、データ処理部６１０は、ステッ
プＳ６２７で、携帯電話１００の非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２から所定個数
の貸球相当のバリューを減算するよう、チップリーダライタ６９０を制御する。
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【０３４９】
　具体的には、データ処理部３１０は、電子マネー識別情報と所定個数の貸球相当のバリ
ューを減算する旨を示す減算額情報とを含む引落要求信号を携帯電話１００に送信するよ
うに非接触通信部６９３を制御する旨の減算制御コマンドをチップリーダライタ６９０の
制御部６９１に送信する。チップリーダライタ６９０の制御部６９１は、減算制御コマン
ドに応じて、引落要求信号を携帯電話１００に送信するよう非接触通信部６９３を制御す
る。
【０３５０】
　そして、チップリーダライタの制御部６９１は、携帯電話１００からの減算終了信号の
受信に応じて、減算終了コマンドをデータ処理部６１０に送信する。データ処理部６１０
は、減算終了コマンドを受信すると、所定個数の貸球相当のバリューの減算が終了したと
判断する。なお、減算終了コマンドが受信されない場合、データ処理部６１０は、実行す
る処理をステップＳ６００Ａに戻すようにしてもよい。
【０３５１】
　次に、ステップＳ６２８で、データ処理部６１０は、所定個数の遊技球の払出しを要求
するための球貸信号をパチンコ遊技機７００に送信する。この球貸信号に応じて、パチン
コ遊技機７００は、所定個数の遊技球を払出す。遊技者は、払出された遊技球を用いてパ
チンコ遊技を行なうことができる。
【０３５２】
　ステップＳ６２８の後、球貸処理中であると判断した場合（ステップＳ６２１でＹＥＳ
の場合）、すべての携帯電話１００でのバリューの使用が禁止されている場合（ステップ
Ｓ６２２でＹＥＳの場合）、非接触型ＩＣチップ１９０の検出信号を受信していないと判
断した場合（ステップＳ６２３でＮＯの場合）、不正携帯電話であると判断した場合（ス
テップＳ６２４でＹＥＳの場合）、または、バリュー残高が所定個数の貸球相当の額以上
でないと判断した場合（ステップＳ６２６でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、実行
する処理をステップＳ６００Ａに戻す。
【０３５３】
　［第３の実施の形態］
　第３の実施の形態に係る電子マネーシステム１０Ａ、および、カードユニット６００Ａ
の構成は、第２の実施の携帯に係る電子マネーシステム１０Ａ、および、カードユニット
６００Ａの構成と同様である。
【０３５４】
　図３４は、第３の実施の形態におけるカードユニット６００Ａで実行される球貸処理の
流れを示すフローチャートである。図３４を参照して、ステップＳ６００Ａ、ステップＳ
６１１からステップＳ６１６、ステップＳ６１８の処理は、図３２で説明したので、説明
は繰返さない。
【０３５５】
　カードリーダライタ６７０から投入信号を受信していないと判断した場合（ステップＳ
６１１でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６２０で、現在の残高が所定
個数の貸球相当以上であるか否かを判断する。残高が所定貸球相当以上であると判断した
場合（ステップＳ６２０でＹＥＳの場合）、データ処理部６１０は、実行する処理をステ
ップＳ６００Ａに戻す。
【０３５６】
　一方、残高が所定貸球相当以上でないと判断した場合（ステップＳ６２０でＮＯの場合
）、データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６２２に進める。ステップＳ６２
２からステップＳ６２５までの処理は、図３２で説明したので、説明は繰返さない。
【０３５７】
　次に、ステップＳ６２６Ａで、データ処理部６１０は、バリュー残高が所定額以上であ
るか否かを判断する。バリュー残高が所定額以上であると判断した場合（ステップＳ６２
６ＡでＹＥＳの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６２７Ａで、携帯電話１００
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の非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２から所定額のバリューを減算するよう、チッ
プリーダライタ６９０を制御する。具体的には、図３２のステップＳ６２７で説明したよ
うにチップリーダライタ６９０を制御する。
【０３５８】
　次いで、ステップＳ６２９で、データ処理部６１０は、減算したバリューに相当する額
、つまり、所定額を残高に加算する。そして、ステップＳ６３０で、データ処理部６１０
は、バリューを減算した携帯電話１００の携帯ＩＤを記憶部６２０に記憶させる。その後
、データ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６１４に進める。
【０３５９】
　返却操作信号を受信したと判断した場合（ステップＳ６３１でＹＥＳの場合）、データ
処理部６１０は、ステップＳ６３４で、プリペイドカード３７１がカードリーダライタ６
７０に挿入中であるか否かを判断する。
【０３６０】
　プリペイドカード３７１が挿入中であると判断した場合（ステップＳ６３４でＹＥＳの
場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６３５で、残高をプリペイドカード３７１に
書込むようカードリーダライタ６７０を制御する。その後、データ処理部６１０は、実行
する処理をステップＳ６３２に進める。ステップＳ６３２およびステップＳ６３３の処理
は、図３２で説明したので説明は繰返さない。
【０３６１】
　一方、プリペイドカード３７１が挿入中でないと判断した場合（ステップＳ６３４でＮ
Ｏの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６４１で、携帯電話１００をチップリー
ダライタ６９０にかざす旨を表示するよう表示部６４０を制御する。
【０３６２】
　次に、ステップＳ６４２で、データ処理部６１０は、チップリーダライタ６９０から携
帯電話１００の非接触型ＩＣチップ１９０を検出したことを示す検出信号を受信したか否
かを判断する。非接触型ＩＣチップ１９０の検出信号を受信していないと判断した場合（
ステップＳ６４２でＮＯの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６４２の処理を繰
返す。
【０３６３】
　一方、非接触型ＩＣチップ１９０の検出信号を受信したと判断した場合（ステップＳ６
４２でＹＥＳの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６４３で、非接触型ＩＣチッ
プ１９０が検出された携帯電話１００の携帯ＩＤと、ステップＳ６３０で記憶部６２０に
記憶された携帯ＩＤとを照合する。そして、ステップＳ６４４で、データ処理部６１０は
、携帯ＩＤが一致するか否かを判断する。
【０３６４】
　携帯ＩＤが一致しないと判断した場合（ステップＳ６４４でＮＯの場合）、データ処理
部６１０は、実行する処理をステップＳ６００Ａに戻す。一方、携帯ＩＤが一致すると判
断した場合（ステップＳ６４４でＹＥＳの場合）、データ処理部６１０は、ステップＳ６
４５で、残額分のバリューを携帯電話１００の非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２
に記憶されているバリューに加算するよう、チップリーダライタ６９０を制御する。
【０３６５】
　次に、ステップＳ６４６で、データ処理部６１０は、残高をリセットする。その後、デ
ータ処理部６１０は、実行する処理をステップＳ６００Ａに戻す。
【０３６６】
　［第４の実施の形態］
　第４の実施の形態に係る電子マネーシステム１０は、第１の実施の形態に係る電子マネ
ーシステム１０と比較して、電子マネー管理サーバ２００のＩＣチップ書込ＡＰ２１３が
異なる。
【０３６７】
　図３５は、第４の実施の形態における電子マネー管理サーバ２００により実行されるＩ
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Ｃチップ書込アプリケーションプログラム２４０の処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【０３６８】
　図３５を参照して、まず、電子マネー管理サーバ２００のデータ処理部２１０は、ステ
ップＳ２５１Ａで、決済サーバ２８０から消し込み速報を受信したか否かを判断すること
によって、バリュー購入に対する決済が完了したか否かを判断する。
【０３６９】
　消し込み速報を受信していないと判断した場合（ステップＳ２５１ＡでＮＯの場合、デ
ータ処理部２１０は、ステップＳ２５１Ａの処理を繰返す。一方、消し込み速報を受信し
て、バリュー購入に対する決済が完了したと判断した場合（ステップＳ２５１ＡでＹＥＳ
の場合）、データ処理部２１０は、ステップＳ２５４Ａで、データ処理部２１０は、リモ
ート発行サーバ４００に携帯端末情報を含むバリュー書込依頼情報を送信する。
【０３７０】
　次に前述した実施の形態の変形例を挙げる。
【０３７１】
　（１）　図３４では、カードユニット６００Ａによって、ステップＳ６３０でバリュー
が減算された携帯電話１００の携帯ＩＤが記憶され、球貸しに用いられなかった残額分の
バリューの返却のときに、ステップＳ６４２で、携帯ＩＤの送信を要求する信号を携帯電
話に送信し、携帯電話から送信されてきた携帯ＩＤと、記憶された携帯ＩＤとが一致する
場合、残額分のバリューを携帯電話１００に返却するようにした。
【０３７２】
　しかし、これに限定されず、カードユニット６００Ａによって、バリューが減算された
携帯電話１００を識別するための携帯ＩＤが記憶され、記憶された携帯ＩＤを含み携帯Ｉ
Ｄが一致するか否かの照合を要求するための照合要求情報が、携帯電話１００に送信され
、送信された携帯ＩＤと、照合要求情報の送信先の携帯電話を識別するための携帯ＩＤと
が一致する旨の携帯端末一致情報が、照合要求情報に応じて送信されてきた場合、送信先
の携帯電話に、遊技に用いられていないバリューが送信されるようにしてもよい。
【０３７３】
　また、バリューが減算されるときに、携帯電話１００によって、バリューを減算するカ
ードユニットを識別するためのユニットＩＤが予め取得され、バリューが返却されるとき
に、カードユニット６００Ａによって、減算終了信号を送信したカードユニットを識別す
るためのユニットＩＤの送信を要求するユニットＩＤ送信要求情報が、携帯電話１００に
送信され、カードユニット６００Ａを識別するためのユニットＩＤと、携帯電話１００か
ら送信されてきたユニットＩＤとが一致する場合、携帯端末１００に、遊技に用いられて
いないバリューが送信されるようにしてもよい。
【０３７４】
　また、バリューが減算されるときに、携帯電話１００によって、バリューを減算するカ
ードユニットを識別するためのユニットＩＤが予め取得され、バリューが返却されるとき
に、カードユニット６００Ａによって、カードユニットを識別するためのユニットＩＤを
含みユニットＩＤが一致するか否かの照合を要求するための照合要求情報が、携帯電話１
００に送信され、送信されたユニットＩＤと、携帯電話１００が減算終了信号を送信した
カードユニットを識別するためのユニットＩＤとが一致する旨の装置一致情報が、照合要
求情報に応じて送信されてきた場合、携帯電話１００に、遊技に用いられていないバリュ
ーが送信されるようにしてもよい。
【０３７５】
　（２）　前述した実施の形態においては、携帯電話１００により電子マネーアプリ１１
１が実行されることによって、ステップＳ１７４で、その日に購入したバリューの金額の
積算額である当日積算額に、受付けられたチャージ希望金額の受付額が上限を超している
か否かの上限判定を行なうようにした。
【０３７６】
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　しかし、これに限定されず、電子マネー管理サーバ２００や店舗サーバ８００で当日積
算額を管理し、携帯電話１００から購入希望金額の受付額を受信して、上限判定を行なう
ようにしてもよい。
【０３７７】
　（３）　前述した実施の形態においては、携帯電話１００により電子マネーアプリ１１
１が実行されることによって、図２７（ａ）でチャージ希望金額が選択された後に、ステ
ップＳ１７４で、当日積算額の上限判定を行なうようにし、ステップＳ１７７で、携帯電
話１００に格納されたバリュー残高の上限判定を行なうようにした。
【０３７８】
　しかし、これに限定されず、図２７（ａ）の画面が表示される前に、携帯電話１００に
より電子マネーアプリケーションが実行されることによって、当日チャージ可能額の上限
額に達するまでの当日格納可能余裕額、および、バリュー残高の上限額に達するまでの携
帯電話１００に格納可能な携帯格納可能余裕額が算出され、図２７（ａ）の画面でチャー
ジ希望金額が表示される際に、当日格納可能余裕額および携帯格納可能余裕額未満の金額
が表示されるようにしてもよい。
【０３７９】
　（４）　前述した実施の形態においては、図３４で、携帯電話１００に遊技に用いられ
ていないバリューを返却するようにした。しかし、これに限定されず、データ処理部６１
０は、遊技に用いられていないバリューに相当するプリペイドデータをプリペイドカード
３７１に記録し、記録したプリペイドカード３７１を発行するように、カードリーダライ
タ６７０を制御するようにしてもよい。
【０３８０】
　（５）　前述した実施の形態においては、携帯電話１００により電子マネーアプリ１１
１が実行されることによって、ステップＳ１５２またはステップＳ１３２で受信バリュー
が非接触型ＩＣチップ１９０に書込まれたとき、および、ステップＳ１０２でバリューの
減算が完了したときに、それぞれ、ステップＳ１５５またはステップＳ１３５、および、
ステップＳ１０４で、非接触型ＩＣチップ１９０の記憶部１９２に記憶されたバリュー残
高のバックアップが記憶部１２０にされるようにした。
【０３８１】
　しかし、これに限定されず、受信バリューが非接触型ＩＣチップ１９０に書込まれたと
き、または、バリューの減算が完了したときのいずれかのときに、バックアップがされる
ようにしてもよい。
【０３８２】
　また、携帯電話１００によってユーザからバックアップ操作の入力が受付けられたとき
に、バックアップがされるようにしてもよい。
【０３８３】
　また、携帯電話１００によって前回バックアップがされてから所定期間（たとえば、３
時間、１日など）経過するごとに、バックアップがされるようにしてもよい。
【０３８４】
　（６）　前述した実施の形態においては、図９の残額管理ＡＰ２１４によって、それぞ
れの携帯電話ごとに不正回数の頻度に応じて、不正に対する処理を行なうようにした。し
かし、これに限定されず、すべての携帯電話での不正回数を合計した回数の頻度に応じて
、不正に対する処理を行なうようにしてもよい。
【０３８５】
　（７）　前述した実施の形態においては、図９の残額管理ＡＰ２１４によって、ステッ
プＳ２８４、ステップＳ２８６、および、ステップＳ２８９で、３種類の不正に対する処
理を行なうようにした。しかし、これに限定されず、３種類のうちのいずれか少なくとも
１つの不正に対する処理を行なうようにしてもよい。
【０３８６】
　（８）　前述した実施の形態においては、電子マネーシステム１０は、遊技場３０に設
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置される装置、携帯電話１００、電子マネー管理サーバ２００、決済サーバ２８０、リモ
ート発行サーバ４００、および、金融機関サーバ５００で構成されるようにした。
【０３８７】
　しかし、これに限定されず、電子マネー管理サーバ２００に、決済サーバ２８０、リモ
ート発行サーバ４００、および、金融機関サーバ５００の機能が含まれるようにして、電
子マネーシステム１０が、遊技場３０に設置される装置、携帯電話１００、および、電子
マネー管理サーバ２００で構成されるようにしてもよい。
【０３８８】
　また、電子マネーシステム１０において、リモート発行サーバ４００を経由せずに、電
子マネー管理サーバ２００から携帯電話１００に、直接、バリューなどの情報が送信され
るようにしてもよい。
【０３８９】
　（９）　前述した実施の形態では、電子マネーシステム１０，１０Ａの発明として説明
した。しかし、これに限定されず、携帯電話１００、電子マネー管理サーバ２００、決済
サーバ２８０、券売機３００、カードユニット６００，６００Ａ、および、店舗サーバ８
００の装置の発明として捉えることができる。
【０３９０】
　また、電子マネーアプリ１１１、利用者登録ＡＰ２１１、請求情報作成ＡＰ２１２、Ｉ
Ｃチップ書込ＡＰ２１３、および、残高管理ＡＰ２１４のプログラムの発明として捉える
ことができる。
【０３９１】
　さらに、携帯電話１００、電子マネー管理サーバ２００、決済サーバ２８０、券売機３
００、カードユニット６００，６００Ａ、および、店舗サーバ８００の装置でそれぞれ行
なわれる処理を処理方法の発明として捉えることができる。
【０３９２】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０３９３】
【図１】本発明に係る電子マネーシステムの構成の一例を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る携帯電話の構成の一例を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る電子マネー管理サーバの構成の一例を示すブロック図である。
【図４】本発明に係る券売機の構成の一例を示すブロック図である。
【図５】本発明に係るカードユニットの構成の一例を示すブロック図である。
【図６】本実施の形態における電子マネー管理サーバにより実行される利用者登録アプリ
ケーションプログラムの処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】本実施の形態における電子マネー管理サーバにより実行される請求情報作成アプ
リケーションプログラムの処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】本実施の形態における電子マネー管理サーバにより実行されるＩＣチップ書込ア
プリケーションプログラムの処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】本実施の形態における電子マネー管理サーバにより実行される残額管理アプリケ
ーションプログラムの処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】本実施の形態における携帯電話で実行される電子マネーアプリの処理の流れを
示す第１のフローチャートである。
【図１１】本実施の形態における携帯電話で実行される電子マネーアプリの処理の流れを
示す第２のフローチャートである。
【図１２】本実施の形態における券売機で実行される発券処理の流れを示すフローチャー
トである。
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【図１３】本実施の形態における券売機で実行される不正登録処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１４】本実施の形態における券売機で実行される投入額加算処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１５】本実施の形態におけるカードユニットで実行される球貸処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図１６】本実施の形態におけるカードユニットで実行されるユニット不正登録処理の流
れを示すフローチャートである。
【図１７】本実施の形態における店舗サーバで実行される店舗サーバ処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図１８】本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに携
帯電話の表示部に表示される第１の表示画面図である。
【図１９】本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに携
帯電話の表示部に表示される第２の表示画面図である。
【図２０】本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに携
帯電話の表示部に表示される第３の表示画面図である。
【図２１】本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに携
帯電話の表示部に表示される第４の表示画面図である。
【図２２】本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに携
帯電話の表示部に表示される第５の表示画面図である。
【図２３】本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに携
帯電話の表示部に表示される第６の表示画面図である。
【図２４】本実施の形態における電子マネーシステムに携帯電話を初期登録するときに携
帯電話の表示部に表示される第７の表示画面図である。
【図２５】本実施の形態における電子マネーシステムにおいて携帯電話にバリューをチャ
ージするときに携帯電話の表示部に表示される第１の表示画面図である。
【図２６】本実施の形態における電子マネーシステムにおいて携帯電話にバリューをチャ
ージするときに携帯電話の表示部に表示される第２の表示画面図である。
【図２７】本実施の形態における電子マネーシステムにおいて携帯電話にバリューをチャ
ージするときに携帯電話の表示部に表示される第３の表示画面図である。
【図２８】本実施の形態における電子マネーシステムにおいて携帯電話にバリューをチャ
ージするときに携帯電話の表示部に表示される第４の表示画面図である。
【図２９】本実施の形態における電子マネーシステムにおいて携帯電話にバリューをチャ
ージするときに携帯電話の表示部に表示される第５の表示画面図である。
【図３０】第２の実施の形態に係る電子マネーシステムの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図３１】第２の実施の形態に係るカードユニットの構成の一例を示すブロック図である
。
【図３２】第２の実施の形態におけるカードユニットで実行される球貸処理の流れを示す
フローチャートである。
【図３３】第２の実施の形態におけるカードユニットで実行されるユニット不正登録処理
の流れを示すフローチャートである。
【図３４】第３の実施の形態におけるカードユニットで実行される球貸処理の流れを示す
フローチャートである。
【図３５】第４の実施の形態における電子マネー管理サーバにより実行されるＩＣチップ
書込アプリケーションプログラムの処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０３９４】
　１０，１０Ａ　電子マネーシステム、３０，３０Ａ　遊技場、１００　携帯電話、１１
０　データ処理部、１１１　電子マネーアプリ、１２０　記憶部、１３０　データ入力部
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、１４０　表示部、１５０　音声入出力部、１６０　無線通信部、１６１　アンテナ、１
９０　非接触型ＩＣチップ、１９１　制御部、１９２　記憶部、１９３　非接触通信部、
１９４　アンテナ、２００　電子マネー管理サーバ、２１０　データ処理部、２１１　利
用者登録ＡＰ、２１２　請求情報作成ＡＰ、２１３　ＩＣチップ書込ＡＰ、２１４　残高
管理ＡＰ、２２０　記憶部、２２１　利用者情報ＤＢ、２２２　発行情報ＤＢ、２３０　
データ入力部、２４０　表示部、２６０　通信部、２８０　決済サーバ、３００　券売機
、３１０　データ処理部、３２０　記憶部、３３０　操作部、３４０　表示部、３６０　
通信部、３７０　カードリーダライタ、３７１　プリペイドカード、３８０　貨幣処理機
、３９０　チップリーダライタ、３９１　制御部、３９２　記憶部、３９３　非接触通信
部、３９４　アンテナ、４００　リモート発行サーバ、５００　金融機関サーバ、６００
，６００Ａ　カードユニット、６１０　データ処理部、６２０　記憶部、６３１　球貸ボ
タン、６３２　返却ボタン、６４０　表示部、６６０　通信部、６７０　カードリーダラ
イタ、６９０　チップリーダライタ、６９１　制御部、６９２　記憶部、６９３　非接触
通信部、６９４　アンテナ、７００　パチンコ遊技機、８００　店舗サーバ、９１０　携
帯電話インターネット網、９２０　金融機関専用ネットワーク。

【図１】 【図２】

【図３】
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